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１ 和光市保育の質のガイドライン策定の趣旨（はじめに） 

 

和光市では平成２７年に「和光市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、こどもや子育て支援

対策の総合的かつ計画的な推進を図ってまいりました。また平成２８年には児童福祉法が改正さ

れ、全ての児童が健全に育成されるよう児童を中心とした福祉の保障が明確化されました。これ

により第２期和光市子ども・子育て支援事業計画では、「子どもが自己肯定感を持ち健やかに育

つしくみづくり」を基本理念として、こどもや子育て家庭への支援においてこどもを中心とした

観点をより重視し、具体的な施策・事業を展開しています。 

変化の大きいこれからの時代をこどもたちが生きていくためには、こども自身が主体的に学ぼ

うとする力や豊かな人間性を身につける必要があります。そのためには、生活や遊びを通して行

われる総合的な教育・保育により自己肯定感を育み、主体的・意欲的に関われる環境を整えること

が重要です。そのため本市では、市内各保育施設の特色を活かしつつ保育の質の維持向上を図る

ことを目的とし、保育所保育指針を基に「和光市保育の質のガイドライン」を策定いたしました。 

 本ガイドラインを市内の保育施設に関わる保育者・保護者と共有し、さらなる保育の質の向上を

目指していきます。 

 

２ 本ガイドライン位置づけ（イメージ図） 

 

 

 

 

 

和光市保育の質のガイドライン 

各保育施設での実践 

各保育施設の保育理念・方針 

保育所保育指針 

和光市保育課程 

 

和光市子ども・子育て支援事業計画 

和光市総合振興計画 

こどもに関する法律 

（こども基本法、児童福祉法、子ども・子育て支援法等） 
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① 「和光市保育課程」と照らし合わせて活用できるよう、確認が必要な項目を記載しています。 

② 「和光市保育課程」「保育所保育指針」等の内容に基づき、保育士等が関わる際の留意点など

を記載しています。また、０歳児から５歳児の保育のページでは、発達の特徴からみられるこど

もの姿についても併せて記載しています。 

③ こどもの主体性や自己肯定感を育んでいくためには、「こどもを尊重する」「こどもの人権擁

護」の視点を持って保育を振り返る必要があります。こどもの最善の利益を考慮した保育が

行えるよう、こどもがどんな思いや願いを持っているかを常に意識することが必要です。 

④ 事例に対してのアセスメントの視点と、関わり方を記載しています。ここに記載している内容は

保育の中でみられるほんの一例です。自園で様々なケースについて話し合いや振り返りを行

う際に活用してください。 

※P２４～P３１ （３）保育施設の取組 については、自己チェックを行えるよう構成しています。  

３ 本ガイドラインの活用方法 

本ガイドラインは、各項目ごとに見開きのページで構成しています。見開きの左ページには各項目

の「説明文」と「こどもの願い・こどもの思い」、見開きの右ページは「事例からみる保育士等の対応」

を記載しています。下記の解説を参照し、日頃の保育や振り返り、研修などで活用してください。 

② 

① 

③ 

④ 
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４ 和光市の保育が目指すもの 

 

（１） こどもの権利 

全ての人は、生まれた時から「かけがえのない価値を持った一人の人間」として尊重される権利

を持っています。私たち大人は、こどもが自分らしく育つために、こどもの権利を保障し守る責任

があります。 

子どもの権利条約の基本的な考え方は、「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命、生存及び

発達に対する権利」「子どもの意見の尊重」の４つで表されます。 

 和光市では、「こどもが自己肯定感を持ち健やかに育つための保育」の実現のため、保育施設職

員・保護者・地域とともに、保育の質の維持向上に取り組んでいくことを目指しています。「こどもの

権利」を理解し、こどもの最善の利益を保障することを常に意識していきましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「子どもの権利条約」（日本ユニセフ協会抄訳）を読んでみましょう。 

※保育所・認定こども園等における人権養護のためのセルフチェックリスト～「子どもを尊重する保

育」のために～（全国保育士会）を活用しましょう。 

     

 

 

     

★ わたしたちは一人一人に違いがあり、特別な存在です。 

★ わたしは、一人の人間として周りの大人に大事にされ、愛されたいです。 

★  わたしは、自分の思いや願いを正直に表現したいです。そして、ありのままを受け止

めてもらいたいです。 

★ わたしは、安全で落ち着いた環境で、遊んだり休んだりする自由を守られたいです。 

★ わたしは、みんなと違うところも認められ、自分らしく育ちたいです。 

★ わたしは、身体も心も守られたいです。黙って身体に触ったり、心が傷つくようなこ

とを言ったりしないでください。 

★ わたしが困った時や失敗をした時は否定をせず、一緒に考え、助けてほしいです。 

★ わたしたちには一人一人願いの込められた名前があります。大切に呼んでくださ

い。 

こどもの願い・こどもの思い 

「和光市保育課程」 

・社会的責任 
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□ こどもの行為を褒めたり認めたりする時に「かっこいいね」「女の子らしいね」など、性別や容姿に関する言

葉かけをしていない。 

□ グループ分けや発表会などでの役割は、性別に関係なく決めている。 

□ こどもの好きなことや興味のあることを認め、大人の固定観念で遊びの選択をしないよう配慮している。 

□ こどもが性別の違いについて関心を持った時には、その疑問について話し合うなど、こども自身が自分なり

に理解できるよう関わっている。 

□ こどもの意見表明として「見ているだけで良い」という言葉を受け止め、その子なりの参加の仕方を尊重し

ている。 

□ 活動内容がこどもの成長発達に即したものであり、かつこどもたち一人一人の「成長したい」と願う欲求を

満たしているか考察している。 

□ こどもの言葉や行動を無視したり否定的に答えたりせず、丁寧に思いを聞き取っている。 

こどもの権利 事例からみる保育士等の対応 

「女の子なのに活発だね」「男の子らしく、かっこよくポーズを決めよう！」など、自

分の持っている性別のイメージで、こどもを褒めたり注意をしたりすることがある。 

 

クラスのみんなで追いかけっこをしている時に、参加せず傍で見ている○○ち

ゃん。誘ってみると「見ているだけで良い」と言うけれど、参加させたほうが良

いのかなぁ。 

 

事例 ② 

子どもの権利条約第２条には「差別の禁止」があります。 

例えば、私たち大人が「女の子の制服はスカート」「男の子がトイレの個室を使うのは

大便の時のみ」というような自分の固定観念を持ってこどもと接していないでしょうか。 

多様性を認め合うこれからの時代を生きていくこどもたちが、こうした固定観念に囚

われず自分らしく生きていくためには、乳幼児期の大人の関わりはとても大切です。 

保育の中で無意識に男女間を区別する言葉を使っていないかを職員間で話し合って

みましょう。 

子どもの権利条約第１２条には「意見を表す権利」、第１３条には「表現の自由」があります。 

言葉で表せないこどもの気持ちや、まだこども自身が理解できていない思いを汲み取って

関わることが大切です。こどもたちは周りの人に思いを聞き取ってもらうことで「自分はいつで

も受け入れてもらえる存在」「価値のある人間なのだ」と感じ、自己肯定感を育てていくことが

できます。また自分を大切にしてもらうことで、他者も大切にする心が芽生えていきます。 

保育の場面で表出される様々なこどもの意見をどう尊重するかについて、施設内で共通認

識を持てるよう職員間で考えてみましょう。 

事例 ① 
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□ こどもの誇りを傷つけるような言葉かけをしていない。 

□ こどもに話が伝わらない理由について考察をしている。 

（こどもにわかりやすく伝えているか、活動内容がこどもの発達に即しているかなど） 

□ 一人一人のこどもの状況を理解し、気持ちに寄り添いながら伝え方や関わり方を工夫している。 

□ 大人の価値観によるルールを作り出していない。 

（「〇〇組さんだからできるよね」「リレーで負けても泣いちゃダメ」など） 

□ こどもの尊厳を守るため、「出ているかどうか見せてね」など言葉をかけてから身体に触れている。 

□ おむつの中というのは自分だけの大切な身体の部分なので、部外者から見える場所で替えたりしないよう

配慮をしている。 

□ 個々の排泄に気づき、おむつが濡れた時に不快が快に変わるよう対応している。 

□ 効率を重視するのではなく、こどもの気持ちに配慮できるよう職員間の連携の仕方を工夫している。 

話が聞けなかったり、ルールを守れなかったりするこどもに「赤ちゃん組だよ」

「○○組さんになれないよ」と声をかける。 

 

子どもの権利条約の第１６条「プライバシー、名誉の保護」には、こどもは「他人から誇

りを傷つけられない権利」があります。 

こどもたちにルールを伝え、守れるようにしていくことはもちろん大切なことですが、ルー

ルを守れるようにとこどものためを考えて言葉をかけていても、それがこどもの誇りを傷つ

けるような言葉になっていないかを考える必要があります。 

どんな言葉であればこどもの尊厳を傷つけずに必要なことを伝えられるのか、日頃から

意識をしてこどもと関わりましょう。 

事例 ③ 

事例 ④ 
おむつ替えの時間はなんだか急いでしまい、いつのまにかこどもに丁寧に関わ

れなくなっているかも・・・。 

 

子どもの権利条約第３条には「子どもにもっともよいことを」、第１９条には「あらゆる暴力からの

保護」があります。 

おむつ替えや着替えの際には、自分の身体を大切に扱ってもらっているとこどもが感じられるよう

にすることが大切です。そうした関わりを通して、こどもは自分の身体は大切なものだと理解をし、勝

手に人に見られたり触られたりしてはならないという意識が育っていきます。 

こども自身がおむつを替えてもらう（お世話をしてもらう）のを心地よいと思えるよう、個人差・タイ

ミングに十分配慮することが、子どもを尊重した保育に繋がります。 

焦らずゆったりとこどもに関わることができるよう、職員の連携の仕方も考えてみましょう。 
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すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、

意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、

条約の定めるすべての権利が保障されます。 

子どもに関することが決められ、行われる時

は、「その子どもにとって最もよいことは何か」

を第一に考えます。 

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を

十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支

援などを受けることが保障されます。 

子どもは、自分に関係のある事柄について

自由に意見を表すことができ、おとなはその

意見を子どもの発達に応じて十分に考慮しま

す。 

子どもは、自由な方法で

いろいろな情報や考えを伝

える権利、知る権利をもって

います。 

子どもの権利条約 

 

子どもは、自分や家族、住んで

いるところ、電話やメールなどの

プライバシーが守れられます。ま

た、他人から誇りを傷つけられな

い権利をもっています。 

子どもの権利条約第 1～40 条 日本ユニセフ協会抄訳 

子どもの権利条約 ユニセフ 

その他 本ガイドラインで取り上げた条文 

どんなかたちであれ、子どもが

暴力をふるわれたり、不当な扱い

などを受けたりすることがないよ

うに、国は子どもを守らなければ

なりません。 

日本ユニセフ協会ＨＰ 
https://www.unicef.or.jp/crc/ 

１３条 表現の自由 １６条 プライバシー・名誉の保護 １９条 あらゆる暴力からの保護 

出典・抄訳：（公財）日本ユニセフ協会 子どもの権利条約サイトより 

「子どもの権利条約」４つの原則 

子どもの意見の尊重 

子どもの最善の利益 差別の禁止 

生命、生存及び発達に対する権利 
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（２） 保育内容 

 

 

  

 ０歳児の１年間はこどもたちの成長発達が著しい時期です。そのため、一人一人の発達を把握

したうえで保育にあたることが重要となります。 

 運動機能でいうと、座る、はう、立つ、つたい歩きをするようになり、身体を動かすことが楽しく

なってきます。また新生児期には泣くなどして快・不快を表しますが、少しずつ発語能力が発達し、

身振りや指差し、簡単な言葉での意思表示をする様子がみられるようになります。 

 このような運動機能や発語能力の発達とともに、情緒面も大きく発達します。授乳・排泄・睡眠

をはじめとした世話を通して「気持ち良い」という経験を重ね、身近な大人との一対一の関わり

の中で愛着関係を築く大切な時期です。こどもは生まれながらに周りの大人からの愛情を求め

ています。抱っこをすることでくっつきたいという欲求を満たしてあげる、授乳時には目を合わ

せるなど、大人との豊かな関わりにより情緒が安定していきます。 

 食事面や生活リズムの個人差も大きいため、家庭や職員間で連携を図りながら、一人一人に合

わせた応答的で受容的な関わりをしていくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ０歳児の保育 

 

「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 

 

★ わたしは、発育や生活リズムを大切にしてもらい、わたしに合った対応をしてほしいです。 

★ わたしは、色々な食材や味を知り、おいしいと感じる経験を積み重ねているところです。

食べる時には、味わうことや美味しくて嬉しいことに共感した言葉をかけてもらいたいで

す。 

★ わたしの服やおむつが汚れた時は、「汚れたから取り換えようね」「きれいになって気持ち

いいね」と声をかけて取り換えてもらえると心地よいです。 

★ わたしは、おもちゃを見て、触って、舐めて、噛んで遊びます。清潔で安全なおもちゃを用

意してほしいです。 

★ わたしは、周りの大人からの愛情を五感を使い全身で感じ取っています。匂いや音など周

りの環境も大切にしてほしいです。 

★ わたしは、大好きな人に話しかけてもらったり、触れ合い遊びやわらべうた遊びを一緒に

楽しんだりしたいです。 

★ わたしは、これからたくさんの言葉を覚えていきます。わたしが自分の気持ちや思いを声

や表情、動きで表現した時には、その思いをくみ取り、言葉を添えて応じてほしいです。 

 

こどもの願い・こどもの思い 

 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 甘えや不安を身近にいる大人に受け入れてもらうことで愛着関係が育まれることを理解し、安心して過ご

せるように関わっている。 

□ 生理的欲求以外にも「抱っこしてほしい」「見ていてほしい」というこどもの甘えを受け止めている。 

□ 抱っこばかりではなく、周囲の物に興味を持っている時にはそばで見守り、楽しい気持ちを共感している。 

□ 「もぐもぐ」「おいしいね」と声をかけながら目を合わせ、ゆったりとした雰囲気の中で食事をしている。 

□ 安心できる特定の保育士等が食事の介助をし、嫌がる時は無理強いをしていない。 

□ 食べたい意欲を引き出すために、こども自らが食べようとするタイミングに合わせて介助している。 

□ 離乳食が段階的に進められるよう、家庭や栄養士、調理担当職員等と連携を図っている。 

□ 一人一人の育ちや興味関心を把握し、個別の保育計画を立てている。 

□ 個別の保育計画がこどもの状況に応じているかを職員間で振り返りを行っている。 

□ 「担当の子だからなるべく一緒に食事や睡眠をとったほうが良い」など一人で抱え込まず、職員間で連携し

ている。 

□ 着替えやおむつ交換などはこどもにとっての快を満たし、大人との愛着関係を築くための大切な時間と捉

え、一人一人に丁寧に関わっている。 

０歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

離乳食の進め方については、各保育施設の「食育の計画」や「授乳・離乳の支援ガイド（厚生労

働省）」を参照しながら進めていくことを基本とします。こどもの食べたい意欲を育むためには、周囲

の人の温かいまなざしや適切な援助が不可欠です。好き嫌いなく食べることばかりに捉われず、食

べたくない理由にはどのような背景があるのかを考察しましょう。 

担当している子の後追いが激しくて、だっこやおんぶばかり。他の担当の子との 
関わりも大切にしたいから機嫌よく遊んでほしいなぁ。 

安心して生活するための関わりについて、保育課程や個別の保育計画を確認しましょう。愛着関

係がしっかりと構築できていれば、保育士等を安全基地として新しいことにチャレンジできるようにな

ります。特定の子の後追いや人見知りが続く際は、担任間の連携や理解も必要となります。どんな連

携を行うと、こども一人一人の情緒の安定に繋がるかを話し合ってみましょう。 

食べる意欲を育てたいけれど、食べ慣れないものは顔を背けてしまう。色々な

食材に慣れるためにも、一口でも食べてほしいなぁ。 

 

一人一人の生活リズムを大切にしたいけれど、一日の流れをスムーズに行う

ことを優先してしまいがち。このままで良いのかなぁ。 

保育をスムーズに行うことが、大人主体の生活リズムになっていないか確認をしてみましょう。

こどもの視点に立って、こども自身が心地よいペースで過ごせているか、欲求に応じながら関わ

ることができているかなど振り返りを行うことが大切です。 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 
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  １歳児の１年間は、言葉が増え、自分の力で好きなところへ移動できるようになり、受動的だっ

た世界から自発的に行動しようとする時期です。身の回りの様々なものに触れて関心を持ち新し

い行動に挑戦していくようになるため、こどもの発達に応じた環境を用意し、安全に生活できる

よう見守ることが大切です。 

この時期のこどもは言葉で上手く表現できないことから、大声で泣いたり拒否をしたりと様々

な表現で自己主張をする姿が見られるようになります。そうした行為は発育・発達の過程である

ため、自己中心的に物事を捉えて行動する姿を保育士等は理解し、こどもが何を伝えたいのか

をくみ取りながら関わることが大切です。自分を受け入れてくれる大人との関わりを深めること

で信頼関係を築き、安心して生活を送れるようになります。 

生活面では食事や排泄などを自分でしたいという気持ちが膨らみ、手伝ってもらうのを嫌が

ることもあります。さりげなく援助しながら自分でやろうとする気持ちを尊重し、うまくいったと

きはできた喜びを共有していきます。自分でできる楽しさを積み重ねていくことで、自立への意

欲が高まっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② １歳児の保育 

★ わたしは、気持ちよく一日を過ごしたいです。遊んだり、休んだり、食べたりするこ

とをわたしのペースに合わせてほしいです。 

★ わたしは、自分でやってみたいことがたくさんあります。着替えや食事、トイレは

少しだけ手伝ってほしいけれど、見守ってもらいながら最後までやりたいです。 

★ わたしは、まだ自分の気持ちを大人のように説明することができないので、思い

通りにいかないと泣いたり怒ったりします。伝えたいことに寄り添ってもらえると

安心します。 

★ わたしは、色々なおもちゃや他の子が使っているもので遊びたい時があります。

そして、満足するまでやってみたいです。 

★ わたしは、たくさん動いて遊びたいです。でも、まだ危ないと知らずに行動するこ

ともあるので、危険な時はわかるように教えて欲しいです。 

★ わたしは、なんでも「じぶんの！」と主張したり、行動で示したりします。気持ちを

受け止めてもらうことで安心できます。 

★ わたしは、優しい声で絵本を読んだり歌を歌ったりしてほしいです。 

「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 

こどもの願い・こどもの思い 
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□ かみつきの原因を「内的要因」「外的要因」の視点で考察している。 

□ 要因を分析し、適切な対応方法について検討している。 

□ かむ方、かまれる方、どちらのこどもにとっても、自分の思いを表現することや相手の痛みに気づかせるこ

とに繋がるので、双方のこどもの気持ちに寄り添い、共感するよう対応している。 

□ 自己主張が盛んになる時期であることを理解し、「じぶんで」「いや」という思いを否定せずこどもの思い

や願いを尊重している。 

□ 「～にする？それとも～にする？」といった選択肢を提示し、こどもが自己決定をできるよう対応している。 

□ 言葉で上手く表現できないことや欲求をありのままに表現する姿を受け入れている。 

□ こぼさずにきれいに食べることに捉われず、こどもが「自分で食べたい」と思う気持ちを大切にしている。 

□ 日々の遊びの中で、手指の操作性が身につく遊びが経験できる環境を用意している。 

□ 完食することだけを目的とせず「おいしいね」「自分で食べてるね」などと話しかけ、自分なりのペースで食

べていることを尊重し、楽しい食事時間になるよう関わっている。 

１歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

最近”かみつき”をする子がいて、繰り返し起きてしまう。どうやって対応したら

良いんだろう。 

 

思い通りにいかないとひっくり返って「イヤ」と自己主張。1 つ 1 つのことに

時間がかかってしまい、そんなに長くは待てないなぁ。 

給食を手づかみやスプーンを使って自分で食べたがるけど、こぼしたり汚し

たりするから食べさせたほうが良いかなぁ。 

 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 

かみつきの原因を探る時には２つの視点で考えてみましょう。まずは「内的要因」（こどもに関

すること）から考えます。言葉で伝えられないというこの年齢の発達上の特性によるものなのか、

睡眠不足、体調不良などの生理的な不快感によるものなのかを考えます。そこに当てはまらない

時には、次に「外的要因」（環境に関すること）を考えます。保育室内のこどもの動線、十分なスペ

ースが確保できているか、活動時間、休息時間、玩具の数、保育士等の言葉がけが適切かどうか

などを検証します。また、家庭環境に変化がないか考えてみましょう。 

このように原因を探ることで、かみつきに至る理由が見えやすくなります。要因を理解し、こども

や保護者の気持ちに寄り添った対応をすることが大切です。 

 

 

 

 

気持ちを言葉で表現すること、他児と譲り合って仲良く遊ぶことは難しい時期です。内面

に潜む「かしてほしい」「いっしょにいたい」「じぶんのもの！」などの気持ちを受け止め、大人

が言葉で代弁していくことが大切です。また、この時期のけんかやトラブルは環境設定に課

題がある場合もあるため、一人一人の育ちや遊びの環境作りの視点から、より良い関わりに

ついて話し合ってみましょう。 

和光市保育課程のおおむね２歳「養護に関する基本的事項」「健康」「人間関係」「言葉」には、

自我の育ちについて記載されています。この時期のこどもは、自我の育ちを認められ、周囲の大人

に受容的・応答的に関わってもらうことがとても重要です。どのように関わることが適切な支援であ

るか、職員間で話し合ってみましょう。 

自分で食べたいという意欲が出てくる頃ですが、こぼすことやお皿をひっくり返すことも多く、

遊び食べにもなりやすい時期です。この過程を繰り返しながら食べ方や食事のマナーを身につ

けていくため、保育士等はこどもの意欲を大切にし、必要に応じて援助をしましょう。 
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２歳児は１歳前半の「なんでも自分でやってみたい」という欲求を持ち始める段階から、生活習

慣に関しては自分でできることが増えていく時期へと成長していきます。とはいえ、無理に自立

を求める段階ではありません。こどもがやろうとする時を待ってその意欲を受け止め、保育士等

が援助をすることが必要です。保育士等が先回りすることで、こどもが自分でやろうとすること

をさえぎってしまわないよう、生活の中の様々な場面でこどもの気持ちを尊重しているか振り返

りましょう。 

またこの時期には、生活や遊びの中で興味のあることや体験したことを自分なりに表現する

姿が見られるようになります。こどもにとって遊びと生活は深く関わっています。生活の体験が

遊びにつながり、遊びの体験が生活で反映されます。お人形の世話をする遊び、ごっこ遊びなど

が十分に楽しめる環境を用意してあげることも大切な配慮です。保育士等と一対一での遊びの

経験から人間関係の模倣をし、遊びの中で他のこどもと関わりを持つ様子も見られるようになり

ます。これまでの保育士等との関わりが他者との関係を築いていく支えとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもの願い・こどもの思い 

 

③ ２歳児の保育 

 

★ わたしは、着替えをしたりご飯を食べたり、自分でできることも増えました。でも自分

でやりたい時、お手伝いをしてもらいたい時など色々な時があります。 

★ わたしが「いやだ！」「じぶんで！」と言っている時は理由があります。上手に説明で

きなくて泣いて怒ることもあるけれど、励ましたり見守ったりしてほしいです。 

★ わたしは、遊んでいる時に他の子とけんかをすることもあります。そんな時はわたし

の思いを受け止めて、一緒に遊ぶ楽しさを教えてほしいです。 

★ わたしは、やってみたいことや遊びのアイデアがたくさん思い浮かびます。わたしの

発達や好きなことに合わせたおもちゃと場所を用意してほしいです。 

★ わたしは、まねっこが大好きです。お手伝いもやってみたいし、ごっこ遊びでは色々

なことを試したいです。 

★ わたしは思い通りに走ったり、登ったり身体を動かすことができるようになりました。

そのことが嬉しくて、何度も何度もやってみたくなります。 

★ わたしは、知っている言葉が増えました。たくさんお話をしたり、絵本を読んでもらっ

たりしたいです。 

「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 
・2歳児から３歳児への移行の連携 
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□ こどもがその時々に興味関心を持っていることを知り、どんな遊びが必要であるかを分析している。 

□ 遊びに必要な道具の数や種類を揃え、生活経験の再現やこどもが興味を持った遊びが十分に楽しめる環境

を整えている。 

□ 保育士等との遊びで心が満たされた体験を経て、次第に他の子との関係性が芽生えてくる成長過程であ 

ることを理解し、こどもと遊びの楽しさを共有している。 

□ 「本当はできるのに甘えている」「今までできていたのに」という大人の固定観念を持たず、自立へ向かい

行きつ戻りつしているこどもの発達を理解し、受け入れている。 

□ こどもが良い行動に向かった時は「～が自分でできたね」などと伝え、肯定的な関わりを意識している。 

□ こどもが好ましくない行動をした際は何が良くなかったかを問いかけ、一緒に考え、周りにいる人が心地よ

く過ごせる方法を伝えている。 

□ 苦手な理由をアセスメントしている。（感覚的な課題であるか、経験不足によるものかなど） 

□ 食べることができた時に「人参おいしかったね」など、肯定的に話しかけている。 

□  食事中の関わりの他に、絵本や食育活動を通して食への関心が広がるよう食育計画を立てている。 

□ 「この食べ物は苦手」「こっちが食べたい」と表現する姿を認め、その時の状況に応じて関わっている。 

２歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

色々な遊びに興味を持ち、夢中になって楽しめるようになるにはどのような

環境作りをしたら良いだろう。 

 

自分でできることでも甘えたりふざけたりしてなかなか行動できない子に

対して、どこまで寄り添って良いか見極めるのが難しいなぁ。 

 

苦手なものを食べずに好きなものだけおかわりをしたがるけれど、好きな

ものだけ食べていて良いのかなぁ。 

 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 

保育士等と一対一の遊びを十分に経験したこどもは、他の子との関係でも色々なことを模倣し

て遊ぼうとします。保育士等は遊びに加わりながら、その関わりを仲立ちしていきましょう。 

こどもにとって遊びと生活は深く関わっています。生活で体験したことの再現が十分に楽しめる

環境を整えていくために、職員間で互いのクラスを見合うなどしながら、遊びに必要な環境につい

て話し合ってみましょう。 

こどもは「できない」「やりたくない」という気持ちを受け入れてもらい、「困った時は助けてくれ

る人がいるんだ」「頑張りすぎなくても良いんだ」と感じて安心することで自分で自分のことをやる

ようになります。また、大人がどんな反応をするのか試す時期でもあります。こどもの気持ちに寄り

添うことと言いなりになることの違いを保育士等は意識し、「しっかり甘えさせる場面」と「良くない

行為を伝える場面」を判断して対応することが大切です。 

子どもの権利条約第１２条には「意見を表す権利」、第１３条には「表現の自由」があります。食事の

場面においては「このように育ってほしい」という願いから大人の価値観を押し付けてしまっていない

か振り返ってみましょう。食べないからと無理強いせず、かといって諦めたり決めつけたりせず、食べた

い気持ちがこどもに芽生えるのを気長に待つことも大切です。こどもの権利の観点からも援助の仕

方や関わりの工夫について話し合ってみましょう。 
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３歳児は、これまでの生活経験から身の回りのことに関してかなりのことを自分でできるよう

になってきますが、できるのにやりたがらず甘える姿が見られる子もいます。保育士等はそれぞ

れのこどもの発達の姿を理解し、その時の状況に応じた関わりを持つことが大切です。 

また、この時期になると社会性が少しずつ芽生え、気の合う子と一緒に意見やアイデアを出し、

お互いを認め合いながら遊ぶ様子も見られるようになります。その一方で、自分の行動や言葉が

注目を集めることを喜び、周りの反応を確かめるために、あえて不適切な表現をすることもあり

ます。保育士等はそうしたこどもの揺れ動く気持ちを理解し、時には見守り、教え、認めることを

繰り返しながら関わっていく必要があります。 

小規模保育事業所から保育施設等への転園や集団生活が初めての子が入園する３歳児クラス

では、新しい生活に戸惑いを感じている様子も多く見られます。保育士等はこども一人一人のこ

れまでの育ちや不安に感じている思いを受け止めながら、安心して過ごせるよう援助していくこ

とが大切です。 

 

 

 

 

④ ３歳児の保育 
「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 

 

     

★ わたしは、着替えや食事が自分でできるようになったけれど、甘えたい時ややりた

くない時もあります。そんな気持ちを受け止めてほしいです。 

★ わたしは、知りたいことや試したいことがたくさんあります。「なんで？どうして？」

と思うことを一緒に調べたり考えたりしてほしいです。 

★ わたしは、お話がたくさんしたいです。思ったことや経験したことを聞いてもらえる

と嬉しいです。 

★ わたしは、走るスピードが早くなり、ケンケンやジャンプが上手になりました。できる

ようになったことを認めてもらいながら色々なことに挑戦したいです。 

★ わたしは、自分の思い通りにならない時に他の子とけんかになります。わたしの気

持ちが上手く伝わらない時には、どうやって伝えたら良いか教えてほしいです。 

★ わたしは、ごっこ遊びや再現遊びを自分の世界で思いのままに遊びたい時があり

ます。十分に楽しめるように必要な道具や数、場所を用意してほしいです。 

 

こどもの願い・こどもの思い 

14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 参加したくないという思いを受け止め、参加しない理由や参加できる方法をこどもの状況に応じて考え、 

無理に参加させていない。 

□ 順位を決める遊びや集団遊びの内容がこどもの育ちに適切であるかを検討し、遊び方について職員間で

振り返りをしている。 

□ １番でなければ嫌な子に対して「また泣いている」「主張が強すぎる」などと捉えず、悔しかった気持ちを  

受け止めている。 

□ こどもがどんなことに夢中になっているかを知り、発見したことや楽しんでいることに共感しながら、まだ

遊びたい気持ちを受け止めている。 

□ 「続きができるように○○に置いておこうか」「あと○○回やったら終わりにしようか」など、こども自身が見

通しを持って区切りをつけられるような伝え方をしている。 

□ 他児と異なる行動をしている子への関わりについて職員間で話し合いながら連携をとり、こどもの思いが 

尊重できるよう配慮している。 

□ こどもは不適切な言葉を使うことよりも、言った後のまわりの反応を確かめたり注目を集めたりするこ 

とを喜んでいるため、おおらかに捉え、あえて大きく反応しないようにしている。 

□ 相手を傷つけることや不快にさせることを言ったときには毅然とした態度で注意をするが、一方で適切な

言葉や美しい表現は積極的に認めるようにしている。 

□ 日頃から大人が適切な言葉を使い、こどもたちのモデルとなるよう十分に意識している。 

３歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

ルールのある遊びに参加したがらない子や１番でないと泣いて怒る子がいる

ので、対応に悩んでしまう。 

遊びに夢中になっておもちゃの片付けをしない子に、つい「早くしようよ」「みん

ないなくなっちゃうよ」と急かしてしまう。次の活動に気持ちが向くにはどうした

ら良いかなぁ。 

「うんち」「おしっこ」などの言葉を意味もないところで言ってはこども同士

で笑い合ったり、「おばさん」などと言って相手の反応を確かめたりする様子

がみられるようになってきた。どんな関わり方をしたら良いだろう。 

 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 

「参加したくない」「１番でなければ嫌だ」という思いは、こどもの意見として十分に考慮する必要

があります。「みんなと仲良くしてほしい」「ルールを守ってほしい」という大人の願いがこどもの発達

に即しているかを振り返り、自分の思いを伝えている子にどのような対応をしているかなど職員間で

話し合ってみましょう。 

「今終わりにしてもまた遊ぶことができる」という環境を保障することで、安心して次の活動に気持

ちが向くこともあります。また、みんなと同じタイミングで行動できない子に対しては個別に伝える配慮

をし、急かさずに対応できるよう職員間で協力することも必要となります。 

不適切な表現を面白がることは、成長発達の中で見られる自然な姿です。こどもが豊富な言

葉を知り、様々な使い方ができるようになった成長の１つと捉え、おおらかな気持ちで対応するこ

とが必要です。しかし、相手を傷つけたり不快にさせることを言った時には毅然とした態度で注

意をし、相手の気持ちを思いやる大切さを伝えましょう。また、日頃から大人がこどもにとっての

モデルであることを十分に意識し、適切な言葉を使っているか振り返ってみましょう！ 
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  ４歳児は、日常生活における基本的な生活習慣がほぼ自立し、身の回りのことは大人の援助

がなくても自分でできるようになり大きな成長が感じられます。 

運動面では全身のバランスをとる能力が発達し、身体の動きが巧みになります。色々な遊びの

中で十分に体を動かせるよう環境を整えていきましょう。 

「こうありたい」「もっとこうしてみたい」と願望や理想を持つようになりますが、「やりたいけ

どうまくいかない」と現実とのギャップに悩み、それを乗り越えていくことで自信をつけていく時

期です。また、他者には自分と異なる考え方があることを知っていきます。その過程で、自分の気

持ちを押し通そうとする思いや自分の思った通りにいかないもどかしさを経験します。友達との

トラブルや不安定な状態もみられますが、少しずつ相手の気持ちを尊重しながら自分の考えを

伝えることを学び、人との関係を作り上げていきます。保育士等は様々な葛藤を経験しているこ

どもの姿を受け止め、状況に応じた介入や見守りをすることが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

★ わたしには、得意なことと苦手なことがあります。苦手なことにも挑戦していける

よう信じて見守っていてください。 

★ わたしは、お手伝いをすることや誰かの役に立つことが嬉しいです。小さい子やお

年寄りなど様々な人と関わりたいです。 

★ わたしは、言いたいことがあっても周りがどう思うか気になって言えない時もあり

ます。揺れ動く思いを見守り、待っていてくれる大人にそばにいてほしいです。 

★ わたしは、友達と一緒に遊ぶことが楽しいです。ルールのある遊びやイメージを膨

らませて遊ぶことができるよう、必要な道具や環境を一緒に考えてほしいです。 

★ わたしは、一人でじっくりと遊ぶことも楽しいです。 

★ わたしは、友達とけんかをすることがあります。どちらが良い悪いではなく、わたし

や友達が伝えたかったことを整理するお手伝いをしてほしいです。 

★ わたしは、不思議だなと思うことや面白いなと思うことがたくさんあります。調べ

たり試したりできるよう必要な物や環境を用意してほしいです。 

⑤ ４歳児の保育 
「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 

こどもの願い・こどもの思い 
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□ 自分の属性や他者との違いを感じることにより葛藤や気持ちの揺れが生じ、意見の食い違いやトラブルが

が起こりやすい時期であることを理解している。 

□ 自分と違う意見や考えを知る経験を重ね、折り合いをつけることや互いを認め合うことが経験できるよう

多様な人や社会事象に触れる機会を設けている。 

□ 集団として問題を共有する機会を設け、友達の思いに触れながら自分の行為を振り返っていけるようにし 

ている。 

□ 健康で安全な生活のために必要なことを話題にし、こどもと一緒に考える機会を作っている。 

□ こどもが自分のペースで身の回りのことに取り組めるよう、時間に余裕を持った保育計画を立てている。 

□ 上手くいかない時や失敗してしまった時はこどもが学ぶ機会になると捉え、自分で考えて行動する姿 

を十分に認めている。 

□ この時期は認知能力が育ち自分と他者の区別や他人の気持ちが理解できるようになるため、不安や葛藤 

があることを理解している。 

□ 「誰が早いかな」「1番にできてえらいね」など、速さや成果、勝敗を意識させる言葉かけをしていない。 

□ こどもが夢中になっていることや挑戦している過程を認め、上手くいかない場合でも評価する言動は避け

てその子らしさを尊重している。 

４歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

身の回りのことや生活の場を整えていく意識が育っていくには、どんな関わりを

したら良いかなぁ。 

 

苦手なことに対して消極的な子がいるけれど、色々なことを経験して自信が持

てるといいなぁ。 

 

事例 ② 

事例 ③ 

生活に必要なことを何故やらないといけないのかを確認している時期なので、他者の意見を聞いた

り受け入れたりする経験は大切になります。生活に必要な習慣や態度を身につけるために、保育士等

は先回りした対応をせず一緒に考える機会を持ち、こども自らが考えて行動できるように関わることが

大切です。 

２～３人の少集団で遊ぶことが増えてきたけれど、けんかやもめごとも多くなってい

る。お互いを認め合いながら仲間づくりをするにはどんな関わりをしたら良いかなぁ。 

 

この時期は自分の属性や概念の確認をしながら仲間との共通点や違い、優劣などを見出していきま

す。その過程で仲間外れや内緒話、ジェンダーの受け止め方などでけんかやもめごとが生じることもあ

りますが、それもこどもの成長の姿です。保育士等が自分の価値観を押し付けることなく「それでいい

んだよ」「○○ちゃんはこんな風に感じたのね」と多様な価値観を受け入れ、様々な人や環境と関わる

機会を大切にしましょう。 

こどもは様々な葛藤を乗り越えながら新しい行動に挑戦しようとしています。やってみようと

する意欲を削いでしまわないよう、苦手意識を持つような伝え方をしていないか、大人がジャッ

ジするような言動がないかを振り返ってみましょう。「うまくいかなくても大丈夫」「またやってみ

たらいい」というメッセージを送り、一人一人のペースで挑戦できるよう関わりましょう。 

事例 ① 
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５歳児は、これまでに培われた生活経験が基盤となって一人一人が自己を発揮し、友達と関わ

り合いながら仲間としてのつながりを深めていく時期です。周りの人の役に立つことを嬉しく感

じ、仲間の一員だという自覚も生まれてきます。保育士等はこどもを信じて任せ、自分たちの力

でやり遂げた達成感が味わえるようさりげなく援助していきましょう。また、自分なりに考えて判

断できるようになり、相手の意見に対して理論的に批判する力も生まれます。けんかをすること

もありますが、話し合って解決をするといった関わりを通して、相手の思いを認めたり許したりす

るなどの社会生活に必要な力を身につけていきます。話す楽しさ、話し合う経験を遊びや生活の

中で十分に重ねていけるよう見守りや援助をしていきましょう。 

この時期は、着替えや整理整頓など身の回りのことに関して自分なりに工夫し、効率化を図れ

るようになります。大人からすると着替えや片付けなどの行動が雑に見えることもありますが、

成長の表れでもあります。 

また、小学校との交流や就学準備をする中で、学校生活や勉強にも興味や関心を持って過ご

す子が多くなってきます。その一方で新しい生活に不安を感じ、気持ちが揺れる姿もあります。就

学への安心感や期待を持って過ごせるように小学校と連携し、園生活の中で育んできた力を十

分に発揮できる関わりを大切にしていきましょう。 

 

 

 

⑥ ５歳児の保育 

 

★ わたしは、生活に必要なものを自分で考えたり準備したりできます。友達と協力も

できるので見守っていてほしいです。 

★ わたしは、先生や小さい子のお手伝いができます。喜んでもらえると嬉しいです。 

★ わたしは、友達と一緒に考え、話し合いながらルールや色々なことを決めたいで

す。けんかになることもあるけれど、見守っていてほしいです。 

★ わたしは、色々な運動遊びにチャレンジして、今よりももっとできるようになりた

いです。目標に向かって取り組めるように時間や場所を用意してほしいです。 

★ わたしは、身近な素材を使って分解したり作ってみる経験をし、自然事象につい

て調べたり試したりすることを楽しみたいです。 

★ わたしは、文字を読んだり書いたりすることができるようになってきています。文

字を使って友達や先生とのやり取りを楽しみたいです。 

★ わたしは、なぜ小学生になるのかを説明してもらい、楽しみな気持ちを持ちなが

らみんなと過ごしていきたいです。 

こどもの願い・こどもの思い 

 

「和光市保育課程」 

・発達過程 
・養護に関する基本的事項 
・保育内容 
・食育 
・小学校との連携 
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□ 日頃から「友達と一緒だからこそ楽しかった」と感じる経験を積み重ねられるよう、場や道具、時間などの環

境づくりをしている。 

□ こどもたちが自分の思いや考えを互いに伝え合う姿を認め、さらに伝え合いが深まるよう問いかけや共感

をし、尊重し合う関係づくりの援助を行っている。 

□ 出来栄えや結果に目を向けるのではなく、取り組んでいる過程も含めて一人一人が自己を発揮できている

かアセスメントしている。 

□ 夏の暑さや冬の寒さを実感して自分の体調に関心が持てるよう温度計や湿度計などを設置し、実感と数字

の比較や認識ができる環境構成を工夫している。 

□ 避難訓練や防犯訓練などを実施する意味や必要性について理解し、自分とみんなが無事でいるための行

動についてこどもたちと話し合い、考える機会を作っている。 

□ 文字や数を書いてみたい、使ってみたいと感じるようになるには、これまでの遊びや生活の中で数や量に

接し、興味関心を育てておくことが必要であると理解している。 

□ 不思議に思ったことを調べたり話し合ったりする中で、身近にある道具（温度計や体温計、定規など）を使う

ことが便利だと知る経験ができるよう必要な道具を用意している。 

□ 遊びや生活の中で、多い少ない、長い短いを比べることや、グループのみんなに配る、順番を決めるといっ 

  た経験を通して、その活動がより展開し深まっていくことに気づけるよう援助している。 

５歳児の保育 事例からみる保育士等の対応 

目標に向かって集団活動が増えてくる時期なので、それぞれの良いところを

活かしながら達成感を味わえるようにしたいなぁ。 

 

健康・安全な生活のために必要なことが分かり、自分で考えて行動してほしい

なぁ。 

 

生活や遊びの中で文字や数の役割に気づき、必要と感じ、活用していくにはど

んな環境を用意したら良いかなぁ。 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 

５歳児は「伝えたり聞いたりするのは、楽しく嬉しいことだ」というこれまでの経験をもとに、

話し合いにより自分たちで考えて行動し、やり遂げるという姿に発展していきます。まずは、こ

どもたちがこれまでの育ちの中で十分にそうした経験を積んでいるかを考えてみましょう。 

そのうえで、５歳児の集団としての活動を深めていくために上記のチェック項目を確認して

みましょう。 

こどもは暑さや寒さを実感することで、「暑い時には水分補給をする」「寒い時には上着を

羽織る」など自分で気づいて行動する意識が芽生えていきます。「暑いと感じるのは何度か

な」などの疑問が生まれ、知ろうとすることでこどもが自分自身の健康に関心を持てるような

環境構成を工夫していきましょう。 

また、避難訓練や防災訓練は身を守るための大切なものです。意味や方法を確認したり話

し合ったりする機会を作りましょう。 

 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の１つに「数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚」

があります。これは、数量や図形、標識や文字に親しむ体験を重ねることでその役割に気づき、必要

性を感じて活用していくものです。保育士等は遊びや生活の中で、読んだり書いたりする体験を重

ねられる機会や環境を用意することが大切です。 
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こどもは一人一人発達の過程や発達状況が違います。また、アレルギー疾患を持つ子や外国

にルーツを持つ子など、保育施設では多様なこどもたちが共に生活をしています。保育士等は一

人一人がその子らしく安心して生活できるよう適切な環境を整え、支援していくことが求められ

ます。また、周りのこどもたちは大人の関わりを見たり知ったりすることにより、社会には多様な

人がいることへの理解を深めていきます。それぞれの違いを認め合い、尊重し合って生きていく

心が育つよう、保育士等は共に過ごすことを楽しみ、こども同士をつなげる役割を果たす必要

があります。目に見える障害、見えない障害があることについてもこどもたちに伝え、一緒に考

える機会を大切にしていきましょう。 

こうした関わりを実践していくため、保育士等は専門研修の受講、内部研修の実施など専門知

識や技術の向上に努め、こどもと保護者への理解を深めていきましょう。また、クラスや個人だけ

で抱え込むのではなく、みんなで支援していくという視点を持てるよう、保育の語り合いやケー

ス会議などを通して施設全体で共有することも重要となります。こどもの育ちを支えるため、保

育センターをはじめとする関係機関と連携を図りながら、一人一人のこどもに合わせた支援につ

いて共に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 一人一人に合わせた支援 

 

 

★ わたしは、わたしらしくいるために、一人で過ごせる場所や時間が必要な時があ

ります。 

★ わたしは、専門的な知識に基づいて、わたしに合った方法を考えてくれる人に支

援をしてもらいたいです。 

★ わたしは、わたしらしさを大切にしてもらい、自分なりのペースで成長することを

見守ってほしいです。 

★ わたしは、育った文化や環境が尊重され、安心して過ごせるよう配慮してもらい

たいです。 

★ わたしは、健康な生活が保障されるよう、関係機関と連携をしながら適切な支援

をしてほしいです。 

★ わたしは、自分自身のことを理解して、これからの毎日をより良く生きていきたい

です。そのために必要なことを一緒に考えてください。 

こどもの願い・こどもの思い 

「和光市保育課程」 

・他機関との連携 

・一人一人に合わせた支援 
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□ 共に過ごすこどもたちは、保育士等の関わりを見て支援が必要な子への理解を深めていくため、一人一人

の発達を尊重する姿勢でこどもと関わっている。 

□ 特に支援が必要な子に関しては、医療機関や専門機関との連携や園内でのケース会議を行い、より良い支

援方法について検討している。 

□ それぞれのこどもの状況に応じた保育が行えるよう、個別の指導計画を作成して職員間で共有している。 

□ 特定の子だけの生活や発達が保障されるのではなく、すべてのこどもが生活の中で必要な経験や満足 

感が得られよう配慮している。 

□ 食文化や発達の特性などにより配慮の必要な食材や調理方法がある場合は、保育士等や栄養士、調理担当

職員等が保護者と共に連携して対応していくことが重要であると理解している。 

□ 食物アレルギーを有するこどもの生活がより安全・安心なものとなるよう、誤配や誤食の発生予防対策に努

めている。 

□ 食事に配慮が必要な子には、心身の状況などに応じて個別対応を行い、職員間でその情報を共有し、こども

の安全を第一に考えた食事の提供をしている。 

□ こどもが自分と異なる文化を持った人に親しみを持ち共に過ごすことを楽しめるよう、保育士等は言語や

文化を考慮した丁寧な対応を意識し、手本となっている。 

□ 言葉の戸惑いを感じている場合は、こどもの表情から何をしたいのかをくみ取ったり、幼児クラスであれば

絵カードや写真等を用意してやり取りができるよう援助している。 

□ 外国にルーツを持つ保護者と意思疎通を図るために、ジェスチャーや筆談、翻訳アプリ等を活用するといっ

た工夫をしている。 

□ 国によって様々な文化があることにこどもたちが気づき、興味関心が広がるよう環境の工夫をしている。 

保育施設には様々な文化を持つこどもが共に生活をしています。保育士等はそれぞれの国の

文化や習慣を尊重し、保育活動を通じてこども同士が異なる文化を学びあえる環境作りを心が

けましょう。 

事例 ① 

一人一人に合わせた支援 事例からみる保育士等の対応 

こどもはそれぞれ発達状況や家庭環境が違い、支援の必要な量や内容も異なります。保育

士等がこども一人一人を尊重した関わりをすることにより、社会には多様な人がいて共に生き

ているということに気づき、仲間であるということをこどもたちは理解していきます。保育施設が

日々の生活や遊びを通して共に育ち合う場となるよう、保育士等はこども一人一人の状況を

捉えて丁寧に関わることが大切です。 

こどもは一人一人発達状況や支援が必要な事柄が違っている。多様性を尊重し、

みんなが安心して心地よく過ごすにはどうしたら良いだろう。 

 

アレルギーや食文化、発達の特性による偏食など、食事の配慮についてはどの

ように対応したら良いだろう。 

食事に配慮が必要なこどもに対しても、安全を第一に考えながら楽しく食べられる工夫が

必要です。正しい知識や支援方法を学び、一人一人のこどもの状況に合わせてどのように対

応するべきかを職員間で話し合い、情報共有していきましょう。 

事例 ② 

事例 ③ 
外国にルーツを持つ子やその保護者とのコミュニケーションが難しく、保育

施設での生活に馴染めずにいる。どのような配慮が必要かなぁ。 
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保育施設における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎

を培うことを目標としています。こどもは発達段階に応じて豊かな食の体験を積み重ねていくこ

とで、食べることを楽しみながら食習慣やマナー、食べ物の大切さや調理してくれた人への感謝

の気持ちなど様々なことを学んでいきます。そのためには、保育士等や栄養士、調理担当職員等

が連携しながら乳幼児期にふさわしい食育活動の計画を作成し、家庭とも協力をして食育に取り

組むことが大切です。 

また、食事によってもたらされる情緒の安定には、ゆとりのある食事時間が確保され、食事を

する空間の雰囲気が温かく、親しみとくつろぎの場であることが大切です。そのため、職員の立

ち振る舞いや採光、テーブル、椅子、食器、食具、食事の盛り付けなどの環境の構成にも十分に配

慮をしましょう。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～食育の推進に当たっての参考資料～ （２０２４年３月時点） 
〇保育所における食育に関する指針（２００４年厚生労働省） 
〇保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（２０１９年改訂厚生労働省） 
〇保育所における食事の提供ガイドライン（２０１２年厚生労働省） 
〇児童福祉施設における食事の提供ガイド（２０１０年厚生労働省） 
〇授乳・離乳の支援ガイド（２０１９年改訂厚生労働省） 
〇食事摂取基準（２０２０年改訂厚生労働省） 
〇第４次食育推進基本計画（２０２１年農林水産省） 

⑧ 食育 

「和光市保育課程」 

・食育 

・食育の推進 

・衛生管理 

 

こどもの願い・こどもの思い  

★ わたしは、友達や先生と落ち着いた雰囲気で楽しく食事をし、食べる意欲を育みた

いです。 

★ わたしは、体調や食欲などによって、少しだけでいい時や食べたくないものもあり

ます。その日の状況に合わせて食べたいものや量を選びたいです。 

★ わたしは、苦手なものを無理に食べさせられることなく、味付けや調理形態を工夫

してもらいながら少しずつ食べられるようになりたいです。 

★ わたしは、こぼしたり汚したりしても自分で食べたいです。手づかみ食べをたっぷり

経験させてほしいです。 

★ わたしの食べる食事は、安全な食材や調理方法で作ってほしいです。 

★ わたしは、心や身体が丈夫に育つために、栄養バランスのよい食事や様々な食材を

食べたいです。 

★ わたしは、発達や興味に合わせて栽培やクッキングに参加し、食への関心を広げた

いです。 

★ わたしは、自分が食べるものがどんなもので、自分のどんな力になるのかをもっと

詳しく知りたいです。 

★ わたしは、色々な体験をすることで、いのちをいただくことや食に関わる人への感

謝の気持ちを学んでいきたいです。 

 

 

 

hos 
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□ 一対一の信頼した人との食事や保育施設ならではの集団での食事、和やかな雰囲気を作る言葉がけなど、

発達に応じた環境作りを意識している。 

□ 成長発達に応じた食器や食具、テーブル、椅子を使用している。 

□ こどもに食事マナーを伝えるために、保育士等が適切な振る舞いをすることで手本となるよう意識してい

る。 

□ 完食することを目指して必要以上に介助したり指導したりせず、楽しい食事時間になるよう配慮している。  

□ 見て触って味を確かめ、手づかみ食べをする１歳前後の時期には、ゆったりと対応し、自分から意欲的に食べ

ようとする姿を受け入れている。 

□ 栽培や収穫、調理保育などの食育活動を通して、様々な食材に触れて親しみを持つ機会を用意している。 

□ 絵本や図鑑、再現遊びなど、食に関することを調べたり生活の中に取り入れたりできる環境を整えている。 

□ こどもによって好みや苦手な味、食べられる量や食べたい順番があることを理解している。 

□ 「完食すること」や「フルーツは食後」といった保育士等の食への考え方が適切であるか、職員間で振り返り

を行っている。 

□ こどもが「食べることは楽しい」と感じるような食育の計画を作成している。 

食育 事例からみる保育士等の対応 

食事内容やマナーを身につけていくことだけでなく、「友だちや先生と一緒に食べるとおいしい」

と感じるような体験を積み重ねていくことも大切です。一緒に食べる人とのコミュニケーションを取り

ながら楽しく食事をすることで、こどもは社会性を学んでいきます。 

楽しく食事をするために、どのような工夫や配慮をしたら良いかなぁ。食事の

マナーもしっかり伝えるべきと思い、つい注意をしてしまう。 

保育施設での生活の中では食に関する様々な出来事があふれています。その中で、こどもの興

味関心に対し、保育士等や栄養士、調理担当職員等がそれぞれの立場から何ができるかを考え、

連携して保育実践に活かしていく必要があります。こども自らが「食べてみようかな」と感じられる

よう、食事以外でも食に関する様々な体験ができる機会を用意することが大切です。 

また、こどもは周りの大人の言動によっても、食べ物に対してポジティブな感情やネガティブな感

情を持つことがあります。大人の苦手意識がこどもに影響しないよう関わりましょう。 

食べず嫌いの子が少しでも食に関心を持てるようにするには、どんな関わり

をしたら良いだろう。 

何でも残さず食べてほしいので、大好きなフルーツは「全部食べたらあるよ」

「（苦手なものを）一口食べたらね」と、つい言ってしまうけれどこの対応で良

いのかなぁ。 

食への関心・意欲を育むためには、こども自身が好む順番で食べられる配慮が必要です。ま

た、保育士等がこどものためと思っていても、こどもを尊重していない言動になっていることもあ

ります。保育所保育指針の食育の推進に示されている内容を職員間で確認し、食事時間の適切

な関わりについて話し合ってみましょう。 

 

事例 ① 

事例 ② 

事例 ③ 
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（３） 保育施設の取組み 

 

 

 

保育はこどもの人格形成に影響を与え、こどもの育ちは社会全体へ影響を及ぼします。そのた

め、保育は社会を支える重要な仕事であり高い専門性が求められます。 

 保育士等は毎日の保育の中で、一人一人のこどもを心から大切に思い、こどもの気持ちを受け

止め安心して生活できるよう関わることが大切です。また、在園児童の保護者や地域への子育

て支援を行っていくことも重要な役割です。そのため、園内外での研修に参加し、そこで得た専

門知識を軸に実践を積み重ねながら施設内で共有をし、チームとして保育を行うことが必要と

なります。 

 また、こどもは保育士等をモデルとしてその言葉や行動の真似をします。保育士等の丁寧な言

葉と行動はこどもたちに取り込まれ、こどもたちの豊かな育ちへと繋がるということを理解し、

意識して保育をすることが重要となります。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「和光市保育課程」 

・職員の資質向上 

 

 

□ 保育所保育指針及び和光市保育課程を理解し、保育計画を作成している。また、その

計画に基づき保育を実施し、振り返りをした結果をさらに保育計画に反映させている。 

□ 職場内外の研修に参加し、保育の専門性を高める努力をしている。 

□ 研修で学んだことを他の職員と共有し、施設全体で保育の質の向上に取り組んでい

る。 

□ 一人一人のこどもの発達を理解し、その発達過程に合わせて見通しを持った援助を行

っている。 

□ 業務上取得した個人情報は法令に基づいて管理し、適正に扱っている。 

□ 専門職であるという意識を持ち、その専門性に基づいた関わりによりこどもの育ちと

保護者の子育てを支援している。 

□ 近隣住民、保護者、職員同士、こどもへの挨拶を欠かさず行っている。 

□ 保育士等も環境の一部であることを理解している。 

□ 自分の言動がこどものモデルとなることを理解し、こどもや保護者に対して丁寧な言

葉や態度で関わることを意識している。 

□ 職員間のコミュニケーションを図り、チームとして保育に取り組んでいる。 

 

保育士等に求められる資質 自己チェック 

① 保育士等に求められる資質 

※「全国保育士会倫理綱領」を読んでみましょう。 
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★保育士等を対象とした研修の開催 

★巡回相談事業の実施 

★事例検討会の実施 

★エリア別連絡会などによる市内保育施設の情報交換 

 

【和光市の取組み】 

【各保育施設の取組み（例）】 

★園内研修の実施 

★各種園内会議の実施 

（リーダー会議、幼児会議など） 

 

 

 

外部研修に参加をすることは、専門家や他の保育施設の事例から学び、他の保

育者と対話をする機会を持つことができ、保育の質の向上を図る上でとても有効

であると考えられています。和光市では「第２期子ども・子育て支援事業計画」の

評価指標として『年に一度以上の研修を受けた保育士の割合』１００％を掲げ、保

育士等の育成を支援しています。 

 

 

【市と各保育施設の取組み（例）】 

★家庭支援、障害児支援のためのケース会議等の実施 

 

 

保育の資質の 1つにアセスメントスキルがあります。こども理解を叶える重要な力です。 

「A くんが怒って投げた玩具が他児のところに飛んでいったがぶつからず、 
怪我はなかった。 A くんには投げると危ないことを伝えた。Ａくんの思いに 
寄り添い、言葉で思いを言えるように促したい」 

ある園の 2歳児クラスの事故報告書に記入されていた内容です。再発防止のために検
証するならば、最低でも次の情報が必要です。 

A くんの最近の様子、今日の様子、家庭での様子、家族の状態。それらに応じて、どのよ
うにかかわってきたのか。A くんは安定していたのか、安心できているのか、満足できてい
たのか。 発達や個性に合わせた環境は整えられていたのか。保育の計画に書かれていた
かかわりができていたのか。書かれていないかかわりが必要だったのか。 
わずか数分間の出来事について、その背景を切り取らずに理解すること、つまりアセスメ
ントを十分に実施することが重要です。組織で積み上げていくと、事故を予防する力が培
われるだけでなく、適切なこども理解が叶い、保育の資質の向上がもたらされるでしょう。 

 

保育士等に求められる資質向上のための取組み 

～植草学園大学教授 小川晶先生より～ 

（監修者から） 

 

 

 

上記に挙げたのは、市内保育施設で実施されている取組みの一例です。 

有効な園内研修の実施方法や会議の持ち方など、保育士等に求められ

ている資質の維持や向上のために自園でできる取組みについて考えてみま

しょう。 

事例検討会の様子 

ひろさわ保育園 

園内研修の様子 

里仁育舎 

園内研修の様子 
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保育施設では、こどもが心身ともに健康に過ごし、その発育及び発達を保障できるよう安全で

清潔な生活環境を整える必要があります。保育士等は、食事・排泄・睡眠・着脱・清潔などの基本的

な生活習慣が身につくよう援助するとともに、健康診断や身体測定等の機会を通してこどもが

自分の身体に関心を持つことができるよう働きかけることが大切です。また、日頃からこどもの

顔色や機嫌、皮膚状態などをよく観察し、いつもと違う様子が見られた場合にはいち早く対応で

きるようにしましょう。こどもの健康状態については保護者と保育施設で共有し、状況に応じて関

係機関やかかりつけ医との連携も必要となります。 

乳幼児期は健康な身体づくりの途中であるため、まだ抵抗力も弱く感染症にかかりやすい時

期です。「保育所における感染症対策ガイドライン（厚生労働省）」などを参考に感染症に対する

知識と適切な対応方法を身につけ、感染の予防及び早期発見に努めましょう。また、感染症対策

には保護者の協力が欠かせません。保育施設内や地域で流行している感染症について知らせ、

体調に異変があった際は適切な対応がとれるよう普段から登園停止が必要になる病気やその

期間について伝えておくことも大切です。 保育士等も集団の一員であることを忘れずに、自分

自身の心身の健康管理にも気をつけましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「和光市保育課程」 

・健康支援 

 

 

★ わたしは、基本的な生活習慣や生活リズムを身につけたいです。 

★ わたしは、衛生的で安全な環境の中で過ごしたいです。 

★ わたしの機嫌や食欲、顔色、行動などがいつもと違う様子の時には、見逃さずに対応し

てほしいです。 

★ わたしは、健康状態を把握してもらい、それを家庭と保育施設で共有し、元気に過ごせ

るようお手伝いをしてもらいたいです。 

★ わたしは、身体を動かす遊びを楽しみながら体力づくりをし、大きなけがを防ぐ動きを

身につけたいです。 

★ わたしは、健康に過ごすことの大切さを知り、自分たちで考えながら生活の場を整えて

いきたいです。 

こどもの願い・こどもの思い 

 

② こどもの健康支援 
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① □ こどもに関わる、自らが健康である。 

□ 必要な予防接種はありませんか？（麻しん・風しん・流行性耳下腺炎など）自分自身    

  を感染から守るとともに、自らが感染源とならないよう、予防が大切です。接種が 

  必要か悩んだ場合は、職場で相談してみましょう。（「保育所における感染症対策ガ 

  イドライン」参照。） 

□ 健康診断を受けている。 

□ 心と身体は元気ですか？ 

※こどもたちとしっかり向き合うためには、健康な心と身体が重要です。不安なことが

あったら、上司や保育センターに相談しましょう。 

※職員が常時１０人以上５０人未満の施設の場合、衛生推進者が選任されています。 

職員の健康管理について心配なことがあったら相談してみましょう。 

② □ 健康・発育・発達状態を把握している。 

□ 定期的な視点（嘱託医と嘱託歯科医による健康診断、また保育施設で実施する身

体測定、ネウボラ課実施の乳幼児健康診査の結果等）で健康、発育状態等の把握を

している。 

□ 継続的な視点（毎日実施する視診やこどもの日常生活の観察、保護者からの情報

提供（体調など））で心身の健康や発達状態を把握している。 

③ □ 健康・発育・発達状態を保護者と共有している。 

□ 入所前の既往歴や予防接種等の状況を把握をしている。 

□ 感染症について、地域での流行や保育施設での発生状況を情報共有している。 

□ 身体測定の結果等を保護者と共有している。 

□ 特に支援が必要な状況や疾病等の疑いが生じた時には保護者に伝え、嘱託医や専

門機関と連携しながら適切な支援を実施している。 

④ □ 受入時には視診をし、こどもの顔色・機嫌・皮膚状態等から健康状態のほか、特に０～２歳児

は体温・食事・睡眠・排泄等の生活状況を家庭と共有している。 

⑤ □ こどもの体調不良時やケガが発生した場合には保育施設のマニュアル・フローに沿って対

応している。 

 □ 保護者に連絡をしている。 

 □ 適宜嘱託医やかかりつけ医に相談し、適切な処置をしている。 

⑥ □ こどもの様子や態度、保護者の様子から虐待が疑われる際にどうしたらよいか、把握して

いる。 

□ 虐待に関するマニュアル・フローがある。 

※『保育所等における虐待等の対応及び発生時の対応等に関するガイドライン』を確

認してみましょう。 

⑦ □ 保健に関するマニュアルがあり、内容を理解し対応ができる。 

□ 感染症対策 □ 保健衛生管理 □ 与薬  

⑧ □ 一人一人のアレルギー疾患に適切に配慮するため、保育施設のマニュアルに沿って対応し

ている。 

 □ 医師の診断及び指示に基づいた対応をしている。 

□ 万が一、誤食してしまった時の対応フローを理解している。 

⑨ □ こどもが自らの身体や健康に関心を持ち、心身の機能を高められるように働きかけてい

る。 

こどもの健康支援 自己チェック 

職員の皆さん！ 

お仕事の前にチェックしてみましょう♪ 
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 保育に関わる全ての職員は、常に危機管理意識を持って日々の保育活動を点検し、こどもの健

やかな育ちを支援する安全な環境を整備していく責務があります。 

 こうした取り組みに関しては、各施設で策定している「安全計画」を基に職員間で内容を理解

し、こどもの安全が確保できるようにしましょう。 

 こどもは成長過程においても行動が著しく変化し、また、危険なことや安全なことに対する判

断力を身につけている最中であるため、常に危険（リスク）と隣り合わせです。そのため保育施設

では、思わぬ場所で事故が生じる可能性があることも念頭において保育環境を見直し、職員全

員で事故防止に取り組まなければなりません。特に睡眠中、プール活動、水遊び、食事中などに

重大事故が発生しやすいことを踏まえ、こどもの主体的な活動を大切にしつつ、場面に応じた対

応が重要です。「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ

ン（内閣府・文部科学省・厚生労働省）」などの活用により、事故防止の取り組みと発生時の対応を

職員間で共有しておきましょう。 

また、自然災害や不審者などの侵入に対しては日頃から危機意識を持ち、いざという時にスム

ーズな対応ができるよう定期的な避難訓練の実施が大切です。緊急時対応マニュアルなどの作

成により様々な危機を想定し、落ち着いて対応できるよう準備しておきましょう。 

こどもは日々の生活の中での様々な体験を通し、こども自身が危険を認識できるようになっ

ていきます。保育士等は、こどもの年齢や発達に応じた安全対策を考慮するとともに危険に対す

る知識やその理由を丁寧に伝え、こども自身が危険な場所や遊び方を知り、考えて行動できる

ように援助しましょう。 

 

 

① □ 自分の施設の安全計画について把握し、理解している。 

② □ 安全点検・衛生点検を実施している。 

□ 園内施設・設備 □ 遊具 □ 園外 

③ □ 事故発生防止などに関するマニュアルについて理解し、対応できる。 

ア 午睡 

□ 乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）に関する正しい知識を持ち、睡眠中の確認を行っ

ている。 

□ ブレスチェックの間隔…０歳児５分、１～２歳児１０分 

□ 呼吸・体位・睡眠状態・顔色など、チェックすべき項目を理解している。 

□ こどもの顔が見える位置から見守り、様子が分かる明るさを保っている。 

「和光市保育課程」 

・衛生管理 

・安全管理 

・災害への備え 

安全管理 自己チェック 

③ 安全管理 

自己チェックと共に、子どもたちと
一緒に安全に過ごすことの大切さ
を考えていきましょう！ 
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③  イ 食事 

□ 誤嚥のリスクについて把握し、適切な方法で必要な介助を行っている。 

ウ プール・水遊び 

□ 監視体制の確保、マニュアル・緊急時の対応方法の再確認を行っている。 

 □ プール・水遊び、どちらにおいても監視員を置いている。 

 □ タライや浴槽など水を溜めて遊ぶ時はこどもから目を離さないようにし、転倒

転落防止に十分に配慮している。 

 □ 監視員と、プール・水遊びの指導者は別に置いている。 

エ 熱中症  

 □ 水分や必要に応じて塩分等の補給を行っている。 

 □ 活動実施の判断を、感覚ではなくこどもたちの体調、暑さ指数を基にしている。 

 □ こどもたちにも以下のように声掛けをしている。 

・暑さに適した服装をする  

・水分補給と休息の重要性  

・体調不良時は職員に伝えること 

オ 園外活動  

 □ 事前準備として経路や目的地の危険個所などについて、定期的に確認してい

る。 

 □ 危険個所の有無については、職員間で情報共有している。 

 □ こどもの体調・天気等を考慮して無理のない活動となるように引率者・目的地・

携行品等に反映している。 

 □ 目的地到着時の安全確認を実施し、記録している。 

 □ 保育施設のマニュアルにしたがって、人数確認を行っている。 

カ 所在確認  

□ こどもの出欠状況を保護者に確認し、職員間で情報共有している。 

 □ 引継ぎ時や活動の切り替え、移動時には、こどもの人数を確認（顔と名簿・登降

園簿などとの照らし合わせ）している。 

□ こどもの行方不明発生時に関するマニュアルについて理解し、対応できる。 

キ 緊急時の対応 

 ①災害時・事故発生時 

□ 災害時の対応を把握し、理解している。（保育体制、保護者との連絡体制、保護 

者への引き渡し方法など） 

□ 災害や事故発生時のための訓練を行い、適切に対応することができる。 

□ 災害（地震、火災） □ 水害 □ 事故発生時 

 ②不審者対応 

□ 不審者対応マニュアルを理解し、緊急時の対応ができる。 

④ □ こどもや保護者に対する安全指導を行っている。 

⑤ □ 施設の安全計画に基づいて、安全に関わる研修・訓練に参加している。 

⑥ □ 救急救命講習（ＡＥＤの使用方法など）を定期的に受講し、応急処置ができるようにして

いる。 

⑦ □ ヒヤリハット報告をこまめに行い、要因分析を行って事故防止・危険性の低減に努めて

いる。 

⑧ □ 安全には十分配慮しつつも、こどもの主体的な活動を大切に、自ら危険を回避する力

が身につくことも大切にしている（過度な制約を行っていない）。 

⑨ □ 個人情報の取扱いについてを理解し、適切に管理している。 
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社会にとって守るべき大切な存在であるこどもたちの育ちを支えるため、保育施設がこども

の専門家として保護者とともに子育てに関わることには大きな意味があります。保育士等は子

育て家庭に対し、こどもと関わることの楽しさや喜びを伝えるとともに、それぞれのこどもに合

わせた関わり方、尊重の仕方を伝え、安心感を持って子育てに向き合えるよう支援していきまし

ょう。 

社会情勢が著しく変化する中で、こどもを取り巻く環境は家庭によって異なります。また、こど

もの数だけ育ちには個性があり、時に保護者は子育てに対して辛さやストレスを感じることがあ

ります。そんな時にはこどもの育ちを共に考えてくれる人に悩みが相談できたり、こどもの成長

を感じたりすることでストレスが緩和され、子育てに前向きになれることもあります。 

保護者がこどもを理解し、安心した環境の中で子育てを行うことは、こどもの健やかな育ちに

繋がります。保育士等は保護者支援の重要性を理解し、各施設での取組を実施しましょう。 

 

【保育施設を利用している保護者に対する子育て支援】 

保育施設は、保護者とともにこどもの成長を見守り、各家庭の状況に応じて必要な支援を考え

ていくことが大切です。また、保育方針や日々の保育内容については、こどもの成長発達におけ

る意味を丁寧に説明し、保護者の疑問や要望に誠実に対応しながら相互理解を図る必要があり

ます。日頃から信頼関係を築けるよう、保護者との関わりを大切にしましょう。 

【地域の保護者等に対する子育て支援】 

現代は子育てに関連する情報を容易に入手することができる一方で、身近な人に子育ての相

談をしたりアドバイスを受けたりする機会は少なくなってきています。そのため保育施設は各施

設の特徴や状況に合わせた子育て支援を行う役割を担っています。その例として、あそぼう会

の開催や園庭開放、季節の行事への招待など、施設に通っていなくても遊びに来てもらえるよう

な取組があります。気軽に訪れて相談できる環境や地域の保護者同士が交流できる場があるこ

とは、子育てをするうえでの安心感へと繋がっていきます。 

「和光市保育課程」 

・子育て支援 

・地域との連携 

・他機関との連携 

 

④ 子育て支援 

自園の保育施設の特徴を活かし、どんな

支援ができるかを考えてみましょう！ 
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① □ 子育てのパートナーとして保護者と子育てについて話ができるよう、信頼関

係を築いている。 

② □ こどもにとって、保護者と専門職が連携をとることが重要であると認識してい

る。 

③ □ 個別の支援が必要な家庭においては、必要に応じて市役所担当課・関係機関

との連携を図り、対応方法の協議や情報共有を行なっている。 

④ □ 保護者支援を行う際には、担当者だけが対応するのではなく、園長、主任、他

の保育士等が役割分担をする体制を整えている。 

⑤ □ 保護者会や保育参加、園だよりなどを活用し、保育方針や日々の保育の意図、

こどもの様子を家庭に知らせ、保護者との相互理解を図っている。 

⑥ □ 送迎時の対話や連絡帳（アプリ）でのやり取り、個人面談などにより、日頃から

こどもの状況について伝え合うことで保護者と信頼関係を築いている。 

⑦ □ 保護者会や行事などで、保護者同士が関わり合える機会を作っている。 

⑧ □ 言葉や文化の違い、家庭の状況などから、保護者が孤立しないように配慮して

いる。 

⑨ □ 保護者からの意見・要望・苦情には誠実に対応し、その検討結果について保護

者に伝えている。 

⑩ □ 保育施設の実情に応じて、地域の子育て家庭と一緒に遊んだり相談を受けた

りする交流の機会を設けている。 

⑪ □ 地域の子育て家庭において、支援が必要と思われるこどもや保護者を把握し

た場合には、市役所担当課へ報告をするなどの支援に繋ぐ対応ができるよう

努めている 

⑫ □ 保護者やこどものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持してい

る。ただし、虐待などの恐れがある場合にはすみやかに情報を共有し、関係機

関との連携を図っている。 

⑬ □ 適切な支援を行うために、こどもの発達状況やその子の個性、家庭の状況な

どをアセスメントし、職員間で支援方法の検討、協議の場を設けている。（ケー

ス会議などの実施） 

子育て支援 自己チェック 
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⑤こどもの健やかな育ちのために 

本イラストは地面にしっかりと根を張り、時には枝が折れたりすることを経

験しながらも、枝葉を伸ばし、花を咲かせ、実をつけるたくましいつるのように

こどもたちが育っていくよう、本ガイドラインがリボンとなり周囲の大人を繋ぎ

ながら、こどもたちの成長を支える姿をイメージしています。 

 イラスト／ちだり 
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・ 子どもの権利条約を理解し、こどもの誇りや尊厳を守ります。 

・ こどもの気持ちや発達過程を理解し、一人一人に合わせた関わりをし

ます。 

・ 保育の専門性を高め、保育施設全体の質の向上に努めます。 

・ こどもの視点で保育の環境を整えます。 

・ こどもの様子を保護者と伝え合い、喜びや不安等に寄り添いながら

こどもの育ちを支えます。 

・ 保護者の理解を得られるよう、保育方針や日々の保育内容を丁寧に

伝えます。 

・ 地域に根差した施設運営を行い、地域との適切な関係を保ちます。 

・ 子どもの権利条約を理解し、こどもが自分らしく健やかに成長

することを支えます。 

・ 保育施設の理念や保育の意図を知り、理解していきます。 

・ 嬉しいことも大変なこともみんなで一緒に考え、こどもの育ち

を大切にします。 

・ 保育施設の保育に協力し、参画・参加します。 

・ 保護者同士が繋がり、子育てに関する情報を共有します。 

・ 地域のみんなでこどもの安全を見守ります。 

・ 関係機関が連携し、こどもとその保護者を見守り、支援します。 

 

・ 子どもの権利条約を理解し、こどもが健やかに育つため

の環境づくりに取り組みます。 

・ 本ガイドラインを市内保育施設、保護者、地域と共有し、

和光市が目指す保育を明示します。 

・ 保育士等の専門性を高め、質の向上を図るための機会を

提供します。 

・ 保育施設間の連携や関係機関との繋がりが持てるよう

支援します。 

・ 各保育施設の理念や保育内容を把握、理解したうえで、

子育て家庭に必要な情報をわかりやすく提供します。 

・ 保育施設の全般的な運営を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんとのつながりを大切

にし、和光市で育つこどもた

ちを応援します！ 

行政 

こどもの思いに寄り添い、 

温かな関わりでこどもたち

の成長を支えていきます！！ 

保育施設の職員 

私たちは、それぞれの立場からこどもの育ちを支えます 

こどもたちが笑顔でい

られるように、みんなで

見守っていこう！ 

 

保護者・地域の方 

33



５ おわりに 

 
『和光市保育の質のガイドライン』は和光市保育課程（平成３０年）を基に、更なる保育の質の向

上を目指す指針として、日々の保育実践の振り返りに活用することを目的とし、作成いたしました。 

作成にあたっては検討委員会を立ち上げ、行政職員、市内保育施設の代表者、有識者の方々の

力を集結し、こどもの人権を尊重した関わりやこどもの自己肯定感を育んでいくための保育に必

要な事柄を記載すべく、一年をかけて議論を行いました。 

特に大切にしたのはこどもたちの表出されない思いを理解し、それに応えるにはどうすべきか

という視点です。そのために『こどもの願い・こどもの思い』という項目をいれ、こどもたちがどん

な願いを持ちながら日々生きているのか、こどもを取り巻く人々に伝えられるよう何度も何度も

検討を重ね、完成に至りました。 

こどもの願いを知り、尊重していきたいという大人の温かい関わりが、こどもたちを包み込み、

一人一人がその子らしく生きていける社会となるよう、本ガイドラインが保育施設職員、保護者、

地域の方々、行政職員などこどもに関わるすべての人に広く周知され、活用されることを願って

おります。 

最後になりますが、作成にあたり監修者として様々なご意見をいただきました植草学園大学

教授 小川晶先生に厚く御礼申し上げます。                     

和光市保育の質のガイドライン検討委員会 

 
 

監修者の言葉 

保育においてこどもの権利実現をすることやこどもを尊重すべきであることを知らない保育

者はいないはずです。しかし日々の実践には様々な要素が入り込み、一保育者の経験や思いを

頼りにかかわっていたり、大人の運営のしやすさを基準にしてこどもを動かしていたりすること

があります。こどもを尊重することがいつの間にか忘れ去られていても、こどもは大人のように

クレームなどで表出することはしません。育ちが保障されないまま大人たちに合わせて一見笑

顔で過ごしていきます。 

乳幼児保育・教育を実施する組織にはそれぞれビジョンがあり、実績もあることでしょう。それ

でもまずは大人の欲求にこどもを従わせていないか、特色という名の自分たちよがりの実践に

なってしまっていないかを問い、実践の一つ一つを検証する機会を設けて下さい。できれば日常

的に、ぜひ本書を傍らに。こどもを尊重する具体的なかかわりへと保育実践をガイドし、こどもを

尊重することで得られる温かな日常を取り戻させてくれるでしょう。 

こどもたちが、自分が大切にされていることをここ和光市の保育や子育てのどのような場面

でも感じられること、そして、自分と他者を大切にできる大人に育ちゆくことを願っています。 

植草学園大学教授 小川 晶 
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和光市保育の質のガイドライン検討委員会 委員名簿 

※令和６年３月時点の所属・役職名 

【 事 務 局 】 和光市子どもあんしん部保育サポート課 

和光市子どもあんしん部保育施設課 

【イラスト提供】 ちだり 

区 分 氏 名 所属・役職等 

第１号委員 〈監修〉小川 晶 植草学園大学 教授 

 秋山 弥生 
社会福祉法人朝霞地区福祉会 

和光市にいくら保育園 施設長 

 伊藤 千恵 
医療法人社団喜恵会 

和光駅前保育園 園長  

 江口 浩子 
社会福祉法人なかよし会 

ひろさわ保育園 園長  

 桑戸 さやか 
社会福祉法人赤い鳥保育会 

ゆめの木保育園 園長 

 佐藤 敦子 
社会福祉法人萌樹会 理事長 

里仁育舎 園長 

第２号委員※ 田口 深雪 
特定非営利活動法人エイドセンター 理事長 

社会福祉法人エイドセンター 理事長 

 德永 享子 
社会福祉法人翠生会 

下新倉みどり保育園 園長 

 長瀨 順子 
有限会社三原学園 

和光エンゼル保育室 施設長 

 舩本 勉 和光市みなみ保育園 園長 

 松本 直美 
社会福祉法人朝霞地区福祉会 

和光市ほんちょう保育園 施設長 

 山崎 徳子 
社会福祉法人エイドセンター 

キッズエイド吹上保育園 施設長  

第３号委員※ 沢田 潤子 
和光市子どもあんしん部保育サポート課 

保育センター 所長 
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出

し
て

応
じ

る
よ

う
に

な
る

。

・空
腹

な
ど

の
生

理
的

欲
求

を
泣

い
て

訴
え

る
よ

う
に

な
る

。

・身
長

、
体

重
の

増
加

が
大

き
く
、

次
第

に
皮

下
脂

肪
も

増
大

し
、

体
つ

き
は

、
丸

み
を

帯
び

て
く
る

。

・首
が

座
り

、
手

足
を

盛
ん

に
動

か
す

よ
う

に
な

り
、

寝
返

り
や

腹
ば

い
な

ど
全

身
の

動
き

が
活

発
に

な
る

。

・目
と

手
の

協
応

が
始

ま
り

、
物

に
触

っ
て

確
か

め
た

り
と

、
自

ら
人

や
物

に
向

か
お

う
と

す
る

。

・眠
っ

て
い

る
時

と
目

覚
め

て
い

る
時

が
は

っ
き

り
分

か
れ

、
昼

夜
の

区
別

が
つ

き
始

め
て

生
活

リ
ズ

ム
が

一
定

に
な

る
。

・身
近

な
人

の
顔

や
声

が
分

か
る

よ
う

に
な

り
、

応
答

的
に

関
わ

る
特

定
の

大
人

と
の

情
緒

的
な

絆
が

形
成

さ
れ

る
。

・座
る

、
は

う
、

立
つ

、
つ

た
い

歩
き

と
い

っ
た

運
動

機
能

が
発

達
し

、
周

り
の

人
や

物
に

興
味

を
示

し
、

探
索

活
動

が
活

発
に

な
る

。

・特
定

の
大

人
と

の
応

答
的

な
関

わ
り

に
よ

り
、

情
緒

的
な

絆
が

深
ま

り
、

あ
や

し
て

も
ら

う
と

喜
ぶ

な
ど

や
り

取
り

が
盛

ん
に

な
る

一
方

で
、

人
見

知
り

を
す

る
よ

う
に

な
る

。

・身
近

な
大

人
と

の
関

係
の

中
で

、
自

分
の

意
思

や
欲

求
を

身
振

り
な

ど
で

伝
え

よ
う

と
し

、
大

人
か

ら
自

分
に

向
け

ら
れ

た
気

持
ち

や
簡

単
な

言
葉

が
分

か
る

よ
う

に
な

る
。

・食
事

は
離

乳
食

か
ら

乳
幼

児
食

へ
徐

々
に

移
行

す
る

。

・歩
く
、

押
す

、
つ

ま
む

、
め

く
る

な
ど

様
々

な
運

動
機

能
の

発
達

や
新

し
い

行
動

の
獲

得
に

よ
り

、
環

境
に

働
き

か
け

る
意

欲
を

一
層

高
め

る
。

・物
の

や
り

取
り

を
し

た
り

、
取

り
合

っ
た

り
す

る
姿

が
見

ら
れ

る
と

と
も

に
、

玩
具

を
実

物
に

見
立

て
る

な
ど

の
象

徴
機

能
が

発
達

し
、

人
や

物
と

の
関

わ
り

が
強

ま
る

。

・大
人

の
言

う
こ

と
が

分
か

る
よ

う
に

な
り

、
自

分
の

意
思

を
親

し
い

大
人

に
伝

え
た

い
と

い
う

欲
求

が
高

ま
る

。
指

さ
し

、
身

振
り

、
片

言
な

ど
を

盛
ん

に
使

う
よ

う
に

な
り

、
二

語
文

を
話

し
始

め
る

。

・歩
く
、

走
る

、
跳

ぶ
な

ど
の

基
本

的
な

運
動

機
能

や
指

先
の

機
能

が
発

達
し

、
そ

れ
に

伴
い

、
食

事
、

衣
類

の
着

脱
な

ど
身

の
回

り
の

こ
と

を
自

分
で

し
よ

う
と

す
る

。
排

泄
の

自
立

の
た

め
の

身
体

的
機

能
も

整
っ

て
く
る

。

・発
声

が
明

瞭
に

な
り

、
語

彙
も

著
し

く
増

加
し

、
自

分
の

意
思

や
欲

求
を

言
葉

で
表

せ
る

よ
う

に
な

る
。

・行
動

範
囲

が
広

が
り

、
探

索
活

動
が

盛
ん

に
な

る
中

、
自

我
の

育
ち

の
表

れ
と

し
て

、
強

く
自

己
主

張
す

る
姿

が
見

ら
れ

る
。

・盛
ん

に
模

倣
し

、
物

事
の

間
の

共
通

性
を

見
い

だ
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
と

と
も

に
、

象
徴

機
能

の
発

達
に

よ
り

、
大

人
と

一
緒

に
簡

単
な

ご
っ

こ
遊

び
を

楽
し

む
よ

う
に

な
る

。

・基
本

的
な

運
動

機
能

が
伸

び
、

そ
れ

に
伴

い
、

身
の

回
り

の
こ

と
は

ほ
ぼ

自
立

に
向

か
う

。

・話
し

言
葉

の
基

礎
が

で
き

、
知

的
興

味
や

関
心

が
高

ま
る

。

・自
我

が
よ

り
は

っ
き

り
し

て
き

て
、

友
達

と
の

関
わ

り
が

多
く
な

る
が

、
平

行
遊

び
で

あ
る

こ
と

が
多

い
。

・経
験

し
た

こ
と

を
ご

っ
こ

遊
び

に
取

り
入

れ
、

象
徴

機
能

や
観

察
力

を
発

揮
し

て
、

遊
び

の
内

容
に

発
展

性
が

見
ら

れ
る

よ
う

に
な

る
。

・予
想

や
意

図
、

期
待

を
持

っ
て

行
動

で
き

る
よ

う
に

な
る

。

・
全

身
の

バ
ラ

ン
ス

を
取

る
能

力
が

発
達

し
体

の
動

き
が

巧
み

に
な

る
。

・
身

近
な

環
境

に
積

極
的

に
関

わ
り

、
物

の
特

性
を

知
り

、
そ

れ
ら

と
の

関
わ

り
方

や
遊

び
方

を
体

得
し

て
い

く
。

・
想

像
力

が
豊

か
に

な
り

、
目

的
を

持
っ

て
行

動
し

て
い

く
が

、
自

分
の

行
動

や
そ

の
結

果
を

予
測

し
て

不
安

に
な

る
な

ど
の

葛
藤

も
経

験
す

る
。

・
仲

間
と

の
つ

な
が

り
が

強
く
な

る
中

で
、

け
ん

か
も

増
え

て
く
る

。
そ

の
一

方
で

、
決

ま
り

の
大

切
さ

に
気

付
き

、
守

ろ
う

と
す

る
よ

う
に

な
る

。

・
感

情
が

豊
か

に
な

り
、

人
の

気
持

ち
を

察
し

、
自

分
の

気
持

ち
を

抑
え

ら
れ

た
り

、
我

慢
が

で
き

る
よ

う
に

な
っ

て
く
る

。

・基
本

的
な

生
活

習
慣

が
身

に
付

く
。

運
動

機
能

は
伸

び
、

仲
間

と
共

に
活

発
に

遊
ぶ

。

・言
葉

に
よ

っ
て

共
通

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
つ

こ
と

に
よ

り
、

目
的

に
向

か
っ

て
集

団
で

行
動

す
る

こ
と

が
増

え
る

。
さ

ら
に

遊
び

を
発

展
さ

せ
、

楽
し

む
た

め
に

、
自

分
た

ち
で

決
ま

り
を

作
る

よ
う

に
な

る
。

・自
分

な
り

に
考

え
て

判
断

し
、

批
判

す
る

力
が

生
ま

れ
、

お
互

い
に

相
手

の
異

な
る

考
え

を
認

め
る

な
ど

社
会

生
活

に
必

要
な

力
を

身
に

付
け

て
い

く
。

・他
人

の
役

に
立

つ
こ

と
を

嬉
し

く
感

じ
、

 仲
間

の
一

人
と

し
て

の
自

覚
が

生
ま

れ
る

 。

・
全

身
運

動
が

滑
ら

か
で

巧
み

に
な

り
、

快
活

に
跳

び
回

る
よ

う
に

な
る

。

・
自

信
や

、
予

想
や

見
通

し
を

立
て

る
力

が
育

ち
、

心
身

共
に

力
が

あ
ふ

れ
、

意
欲

が
旺

盛
に

な
る

。

・
仲

間
の

意
思

を
大

切
に

し
よ

う
と

し
、

役
割

の
分

担
が

生
ま

れ
る

よ
う

な
協

同
遊

び
や

ご
っ

こ
遊

び
を

行
い

、
満

足
す

る
ま

で
取

り
組

も
う

と
す

る
。

・
思

考
力

や
認

識
力

も
高

ま
り

、
 自

然
事

象
や

社
会

事
象

、
文

字
な

ど
へ

の
興

味
や

関
心

も
深

ま
っ

て
い

く
。

・
身

近
な

大
人

に
甘

え
、

気
持

ち
を

休
め

る
こ

と
も

あ
る

が
、

様
々

な
経

験
を

通
し

て
自

立
心

が
一

層
高

ま
っ

て
い

く
。

お
お

む
ね

生
後

5
7
日

か
ら

4
か

月

お
お

む
ね
4
か

月
か

ら

6
か

月
未

満

お
お

む
ね
6
か

月
か

ら

1
歳
3
か

月
未

満
お

お
む

ね
1
歳

3
か

月
か

ら
2
歳

未
満

人
権

尊
重

○
児

童
福

祉
施

設
は

、
入

所
し

て
い

る
者

の
人

権
に

十
分

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
一

人
一

人
の

人
格

を
尊

重
し

て
、

そ
の

運
営

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 第
５

条
 第

１
項

）

説
明

責
任

○
児

童
福

祉
施

設
は

、
地

域
社

会
と

の
交

流
及

び
連

携
を

図
り

、
児

童
の

保
護

者
及

び
地

域
社

会
に

対
し

、
当

該
児

童
福

祉
施

設
の

運
営

の
内

容
を

適
切

に
説

明
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 第
５

条
 第

２
項

）

情
報

保
護

○
児

童
福

祉
施

設
の

職
員

は
、

正
当

な
理

由
が

な
く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

又
は

そ
の

家
族

の
秘

密
を

漏
ら

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 第
1
４

条
の

２
 第

１
項

）

苦
情

処
理

・
解

決
○

児
童

福
祉

施
設

は
、

そ
の

行
っ

た
援

助
に

関
す

る
入

所
し

て
い

る
者

又
は

そ
の

保
護

者
等

か
ら

の
苦

情
に

迅
速

か
つ

適
切

に
対

応
す

る
た

め
に

、
苦

情
を

受
け

付
け

る
た

め
の

窓
口

を
設

置
す

る
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 第
１

４
条

の
３

 第
１

項
）

発 達 過 程

発 達 過 程

養 護 に 関 す る

基 本 的 事 項

・外
界

へ
の

急
激

な
環

境
の

変
化

に
適

応
で

き
る

よ
う

に
全

身
の

状
態

を
把

握
す

る
。

・生
理

的
欲

求
を

満
た

し
、

気
持

ち
よ

く
生

活
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・こ
ど

も
が

存
分

に
様

々
な

行
動

や
欲

求
を

表
現

で
き

る
よ

う
に

応
答

的
に

関
わ

る
。

・家
庭

と
の

連
絡

を
密

に
取

り
、

健
康

状
態

を
把

握
し

、
安

心
で

き
る

環
境

の
中

で
生

活
リ

ズ
ム

を
整

え
て

い
く
。

・愛
着

関
係

を
築

い
た

保
育

士
等

の
応

答
的

な
働

き
か

け
に

よ
り

、
情

緒
的

絆
を

形
成

す
る

。

・健
康

状
態

や
発

育
・発

達
を

把
握

し
、

家
庭

と
協

力
し

な
が

ら
適

切
な

生
活

の
リ

ズ
ム

を
作

る
。

・一
人

一
人

の
こ

ど
も

に
応

答
的

に
関

わ
り

、
安

心
感

を
も

っ
て

生
活

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

・心
身

の
発

育
や

発
達

を
的

確
に

把
握

し
、

快
適

な
生

活
や

生
理

的
欲

求
が

満
た

さ
れ

る
よ

う
に

援
助

す
る

。
・「

自
分

で
し

た
い

」と
い

う
欲

求
を

満
た

せ
る

よ
う

に
保

育
士

等
は

応
答

的
に

関
わ

る
。

・基
本

的
生

活
習

慣
の

習
得

を
適

切
に

援
助

し
、

こ
ど

も
の

満
足

感
や

自
分

で
や

ろ
う

と
す

る
意

欲
を

育
む

。
・一

人
一

人
の

自
我

を
受

け
止

め
、

こ
ど

も
の

自
己

肯
定

感
を

育
む

。

・
適

度
な

運
動

と
休

息
が

と
れ

る
よ

う
、

生
理

的
欲

求
を

満
た

し
、

基
本

的
生

活
習

慣
を

形
成

す
る

。
・
一

人
一

人
の

気
持

ち
を

受
け

止
め

、
こ

ど
も

が
自

分
の

気
持

ち
を

安
心

し
て

表
現

で
き

る
よ

う
に

関
わ

る
。

・
健

康
や

安
全

の
大

切
さ

に
気

づ
け

る
よ

う
援

助
す

る
。

・
他

者
と

の
違

い
に

気
づ

い
た

こ
と

に
よ

る
不

安
や

葛
藤

す
る

気
持

ち
を

受
け

止
め

・
共

感
し

、
他

者
の

心
や

立
場

を
気

遣
う

感
受

性
を

育
む

。

・運
動

と
休

息
の

バ
ラ

ン
ス

を
取

る
こ

と
や

心
身

の
疲

れ
を

癒
す

こ
と

の
大

切
さ

を
知

ら
せ

る
。

・新
し

い
こ

と
や

困
難

な
こ

と
に

挑
戦

で
き

る
よ

う
、

こ
ど

も
の

気
持

ち
を

受
け

止
め

な
が

ら
適

切
な

援
助

を
す

る
。

・
基

本
的

生
活

習
慣

を
身

に
つ

け
、

健
康

に
過

ご
す

こ
と

や
安

全
に

必
要

な
習

慣
・態

度
を

知
り

、
体

調
の

変
化

に
気

づ
け

る
よ

う
に

す
る

。
・
自

分
に

自
信

を
持

ち
、

一
人

一
人

が
主

体
的

に
活

動
で

き
る

よ
う

援
助

す
る

。

養 護 に 関 す る

基 本 的 事 項

お
お

む
ね

３
歳

・基
本

的
な

生
活

習
慣

を
確

立
し

、
自

分
た

ち
で

生
活

の
場

を
整

え
な

が
ら

、
見

通
し

を
持

っ
て

行
動

し
よ

う
と

す
る

。
・様

々
な

遊
具

や
道

具
を

使
い

、
複

雑
な

運
動

や
ル

ー
ル

の
あ

る
集

団
あ

そ
び

を
通

し
て

身
体

を
動

か
す

。

・
健

康
で

安
全

な
生

活
に

必
要

な
こ

と
が

わ
か

り
、

自
主

性
や

自
立

心
を

一
層

高
め

て
行

動
す

る
。

(1
) 
(2

) 
(4

) 
(5

) 
(6

)

健 康

人 間 関 係

・愛
着

関
係

を
築

い
た

保
育

士
等

の
下

、
安

心
し

て
遊

び
、

周
囲

の
友

だ
ち

へ
の

関
心

を
高

め
て

い
く
。

・自
我

の
育

ち
を

受
け

止
め

て
も

ら
い

、
安

心
し

て
自

己
主

張
を

す
る

中
で

、
人

と
の

関
わ

り
方

を
知

る
。

・生
活

や
遊

び
を

通
し

て
、

友
達

や
周

り
の

人
の

と
関

わ
り

が
深

ま
り

、
社

会
性

が
芽

生
え

る
。

・
簡

単
な

ル
ー

ル
の

あ
る

遊
び

が
わ

か
る

よ
う

に
な

り
、

き
ま

り
を

守
ろ

う
と

す
る

。

・
自

分
の

思
い

通
り

に
い

か
な

い
と

い
う

葛
藤

を
経

験
し

な
が

ら
、

少
し

ず
つ

相
手

の
気

持
ち

を
尊

重
し

た
り

自
分

の
思

い
を

伝
え

た
り

す
る

こ
と

を
経

験
し

、
一

緒
に

活
動

す
る

楽
し

さ
を

味
わ

う
。

・目
的

を
持

っ
た

集
団

活
動

を
通

し
、

自
分

た
ち

で
活

動
や

遊
び

の
き

ま
り

を
作

ろ
う

と
す

る
。

ま
た

仲
間

の
一

人
と

し
て

の
自

覚
が

生
ま

れ
る

。

・
仲

間
の

一
員

と
し

て
認

め
ら

れ
、

遊
び

の
楽

し
さ

を
共

有
す

る
中

で
、

自
主

と
協

調
の

姿
勢

や
態

度
を

身
に

付
け

て
い

く
。

ま
た

身
近

な
社

会
に

興
味

を
持

つ
。

(2
) 
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(9

)

人 間 関 係

健 康
・自

発
的

な
行

動
を

見
守

っ
て

も
ら

い
、

自
分

か
ら

体
を

動
か

し
、

伸
び

伸
び

と
生

活
す

る
。

・自
分

で
や

り
た

い
気

持
ち

を
十

分
に

尊
重

し
て

も
ら

い
、

食
事

・
排

泄
・睡

眠
・
衣

類
の

着
脱

等
を

自
分

で
し

よ
う

と
す

る
。

・
基

本
的

な
運

動
機

能
や

指
先

の
機

能
が

発
達

し
、

身
の

回
り

の
こ

と
を

自
分

で
し

よ
う

と
す

る
。

・
身

体
を

動
か

し
た

い
と

い
う

身
体

的
欲

求
が

十
分

に
満

た
さ

れ
る

環
境

の
下

、
自

分
か

ら
進

ん
で

運
動

し
よ

う
と

す
る

。

・
全

身
の

バ
ラ

ン
ス

を
と

る
能

力
が

発
達

し
、

遊
び

が
充

実
し

て
い

く
中

で
、

危
険

な
場

所
や

遊
び

方
を

知
る

。
・
自

分
の

健
康

に
関

心
を

持
ち

、
病

気
予

防
な

ど
に

必
要

な
活

動
を

自
分

で
行

う
。

・保
育

士
等

の
話

や
絵

本
な

ど
か

ら
話

し
方

や
言

い
回

し
に

興
味

を
持

ち
、

真
似

し
た

り
、

新
し

い
言

葉
を

覚
え

た
り

す
る

。
・ご

っ
こ

遊
び

や
生

活
の

中
で

言
葉

を
使

っ
て

伝
え

合
う

こ
と

を
楽

し
む

。

・
言

葉
に

よ
っ

て
自

分
の

気
持

ち
を

伝
え

た
り

、
相

手
の

話
を

聞
い

た
り

す
る

こ
と

で
、

人
と

気
持

ち
を

通
じ

合
う

喜
び

を
知

る
。

ま
た

、
言

葉
を

使
っ

て
問

題
を

解
決

し
よ

う
と

す
る

。
・
日

常
生

活
の

中
で

文
字

を
使

っ
て

伝
え

る
楽

し
さ

を
味

わ
う

。
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(8

) 
(9

) 
(1

0
)

言 葉

表 現

・自
分

の
感

じ
た

こ
と

を
共

感
し

て
も

ら
い

、
興

味
の

あ
る

こ
と

や
経

験
し

た
こ

と
な

ど
を

自
分

な
り

に
表

現
し

よ
う

と
す

る
。

・保
育

士
等

と
ご

っ
こ

遊
び

を
楽

し
み

な
が

ら
イ

メ
ー

ジ
を

膨
ら

ま
せ

る
。

・様
々

な
体

験
が

で
き

る
豊

か
な

日
常

の
中

で
、

イ
メ

ー
ジ

や
感

性
を

育
む

。

地
域

・社
会

へ
の

関
心

や
絵

本
の

お
話

の
イ

メ
ー

ジ
を

広
げ

、
自

由
に

表
現

す
る

こ
と

を
楽

し
む

。

・
様

々
な

素
材

や
道

具
に

親
し

み
、

そ
れ

ら
を

使
い

な
が

ら
ご

っ
こ

遊
び

や
イ

メ
ー

ジ
を

反
映

さ
せ

た
遊

び
を

展
開

す
る

。

・様
々

な
も

の
を

見
て

、
聞

い
て

、
体

験
す

る
こ

と
を

積
み

重
ね

、
創

造
力

や
豊

か
な

表
現

力
が

育
つ

。

・
驚

い
た

こ
と

や
心

に
残

っ
た

こ
と

を
様

々
な

方
法

を
用

い
て

豊
か

に
表

現
す

る
。

・
共

通
の

目
的

に
向

か
っ

て
友

達
と

一
緒

に
創

り
上

げ
る

こ
と

を
楽

し
む

。
(6

) 
(7

) 
(8

) 
(1

0
)

表 現

言 葉

・楽
し

い
雰

囲
気

の
中

で
、

話
し

た
い

と
い

う
気

持
ち

を
育

み
、

身
近

な
人

と
言

葉
で

の
簡

単
な

や
り

取
り

を
す

る
。

・遊
び

の
中

で
、

保
育

士
等

を
仲

立
ち

と
し

て
他

児
と

言
葉

の
や

り
取

り
を

楽
し

む
。

・伝
え

た
い

気
持

ち
を

受
け

入
れ

て
も

ら
い

、
話

す
こ

と
が

楽
し

い
と

感
じ

る
。

・絵
本

や
紙

芝
居

な
ど

を
見

て
、

繰
り

返
し

の
あ

る
言

葉
を

模
倣

し
て

楽
し

む
。

・
保

育
士

等
の

援
助

の
下

、
遊

び
や

生
活

の
中

で
、

言
葉

を
使

う
楽

し
さ

の
体

験
を

重
ね

て
い

き
、

語
彙

数
が

増
え

、
聞

い
た

こ
と

や
考

え
た

こ
と

を
言

葉
で

表
現

す
る

。
・
絵

本
や

紙
芝

居
な

ど
の

内
容

の
面

白
さ

を
知

り
、

楽
し

む
。

・
経

験
し

た
こ

と
を

話
し

た
り

、
友

達
の

話
を

聞
い

た
り

す
る

中
で

、
言

葉
を

交
わ

す
喜

び
を

味
わ

う
。

環 境
・生

き
物

や
植

物
な

ど
身

の
回

り
の

も
の

に
関

わ
る

中
で

、
様

々
な

も
の

に
興

味
関

心
を

持
つ

。

・身
近

な
自

然
（動

植
物

や
季

節
の

移
り

変
わ

り
等

）
と

触
れ

合
う

中
で

、
生

き
物

や
植

物
に

興
味

関
心

を
持

つ
。

・
五

感
を

た
っ

ぷ
り

と
使

っ
た

遊
び

を
通

し
て

、
様

々
な

も
の

の
性

質
や

仕
組

み
に

気
づ

く
。

・色
、

文
字

や
数

、
形

に
興

味
を

持
ち

数
え

た
り

比
べ

た
り

す
る

。

・
身

近
な

自
然

、
事

象
へ

の
興

味
関

心
が

高
ま

り
、

自
分

か
ら

関
わ

り
を

持
と

う
と

す
る

。
・
文

字
に

は
、

一
つ

一
つ

異
な

る
形

が
あ

る
こ

と
に

気
づ

く
。

身 近 な も の と 関 わ り

感 性 が 育 つ

・身
近

な
自

然
、

事
象

へ
の

関
わ

り
、

探
究

心
が

高
ま

り
、

自
分

な
り

に
試

し
た

り
生

活
に

取
り

入
れ

た
り

す
る

。
・数

や
形

へ
の

理
解

が
深

ま
り

、
並

べ
た

り
組

み
合

わ
せ

た
り

し
て

遊
ぶ

。

・
身

近
な

事
象

に
積

極
的

に
関

わ
り

、
好

奇
心

や
探

求
心

を
持

っ
て

物
事

に
つ

い
て

考
え

た
り

、
試

し
た

り
、

友
達

と
話

し
合

っ
た

り
す

る
。

・
遊

び
や

生
活

の
中

に
文

字
、

数
字

、
形

を
取

り
入

れ
よ

う
と

す
る

。
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(7

) 
(8

) 
(9

) 
(1

0
)

環 境

社 会 的 責 任

保 育 内 容

・
静

か
な

環
境

の
中

で
、

特
定

の
保

育
士

等
に

ゆ
っ

た
り

と
授

乳
を

し
て

も
ら

い
、

空
腹

感
が

満
た

さ
れ

る
経

験
を

重
ね

る
。

・
静

か
な

環
境

の
下

、
十

分
に

睡
眠

を
と

る
。

・
安

心
で

き
る

環
境

の
中

で
、

寝
返

り
、

腹
ば

い
な

ど
を

経
験

し
、

身
体

感
覚

が
育

つ
。

・
保

育
施

設
と

家
庭

と
の

連
携

に
よ

り
、

あ
そ

び
、

睡
眠

、
授

乳
な

ど
の

リ
ズ

ム
を

整
え

、
心

地
よ

く
生

活
す

る
。

・
愛

着
関

係
を

築
い

た
保

育
士

等
と

の
応

答
的

な
関

わ
り

の
下

、
這

う
、

立
つ

、
歩

く
な

ど
の

経
験

を
し

、
身

体
感

覚
を

が
育

つ
。

・
保

育
施

設
と

家
庭

と
の

連
携

に
よ

り
、

心
地

よ
く
過

ご
す

経
験

を
重

ね
、

整
っ

た
生

活
リ

ズ
ム

の
感

覚
が

芽
生

え
て

い
く
。

健 や か に

伸 び 伸 び と 育 つ

・
安

心
で

き
る

環
境

の
中

で
、

生
理

的
欲

求
に

応
答

的
に

関
わ

っ
て

も
ら

い
、

心
地

よ
く
過

ご
す

こ
と

で
「
人

は
良

い
も

の
だ

」
と

感
じ

て
い

く
。

・
泣

い
た

り
、

笑
っ

た
り

、
し

ぐ
さ

な
ど

で
、

ま
わ

り
の

人
へ

働
き

か
け

よ
う

と
す

る
。

・
愛

着
関

係
を

築
い

た
保

育
士

等
に

見
守

ら
れ

、
安

心
し

て
生

活
す

る
。

・
愛

着
関

係
を

築
い

た
保

育
士

等
に

対
し

て
、

喃
語

な
ど

で
働

き
か

け
よ

う
と

す
る

。

・
周

囲
の

保
育

士
等

か
ら

愛
さ

れ
て

い
る

経
験

を
通

じ
、

自
分

を
肯

定
す

る
気

持
ち

が
芽

生
え

る
。

・
愛

着
関

係
を

築
い

た
保

育
士

等
と

の
関

係
の

中
で

、
簡

単
な

や
り

取
り

を
す

る
。

身 近 な 人 と

気 持 ち が 通 じ 合 う

・
陽

の
光

や
自

然
の

風
な

ど
を

感
じ

る
環

境
の

下
、

様
々

な
感

覚
が

刺
激

さ
れ

る
。

・
生

活
や

遊
び

の
中

で
、

様
々

な
も

の
に

興
味

を
示

し
、

口
に

入
れ

た
り

、
触

れ
た

り
し

て
、

確
か

め
る

。

・
様

々
な

感
覚

が
刺

激
さ

れ
る

環
境

（
明

る
い

・
暗

い
・
冷

た
い

・
温

か
い

・
柔

ら
か

い
・
硬

い
等

）
の

中
で

、
身

近
な

も
の

に
興

味
・
関

心
を

持
つ

。

・
保

育
士

等
に

応
答

的
に

関
わ

っ
て

も
ら

い
、

一
緒

に
歌

っ
た

り
、

体
を

動
か

し
た

り
す

る
意

欲
が

高
ま

る
。

・
見

守
ら

れ
て

い
る

と
い

う
安

心
感

に
支

え
ら

れ
、

探
索

活
動

が
活

発
に

な
る

。

令
和

８
年

６
月

表
記

修
正



※
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
』
を
意
識
し
て
保
育
を
行
い
ま
す
。

職
員
の

資
質
向
上

○
『
子
ど
も
の
権
利
条
約
』
『
保
育
所
等
に
お
け
る
虐
待
等
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
『
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等
に
お
け
る
人
権
擁
護
の
た
め
の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
』
等
を
参
照
し
、
こ
ど
も
の
人
権
に
配
慮
し
た
保
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
常
に
意
識
を
高
め
、
保
育
の
振
り
返
り
を
行
う
。

○
園
内
研
修
を
実
施
す
る
。
　
○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
従
事
者
研
修
等
、
和
光
市
が
主
催
す
る
研
修
に
参
加
す
る
。

食
育
の
推
進

○
『
保
育
所
に
お
け
る
食
育
に
関
す
る
指
針
』
『
保
育
所
に
お
け
る
食
事
の
提
供
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
『
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
食
事
の
提
供
ガ
イ
ド
』
を
踏
ま
え
て
、
食
育
計
画
を
作
成
す
る
。
　
○
授
乳
・
離
乳
期
に
お
い
て
は
、
『
授
乳
・
離
乳
の
支
援
ガ
イ
ド
』
を
参
照
し
、
食
を
営
む
力
の
基
礎
を
養
う
。

○
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
こ
ど
も
に
つ
い
て
は
、
『
保
育
所
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
を
参
照
し
、
適
切
な
対
応
を
全
職
員
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

他
機
関
と
の

連
携

○
園
内
で
ケ
ー
ス
会
議
な
ど
を
実
施
し
、
こ
ど
も
及
び
世
帯
の
課
題
を
解
決
す
る
。
　
○
多
制
度
・
多
職
種
に
よ
る
支
援
に
よ
り
課
題
解
決
・
自
立
支
援
を
図
る
（
子
ど
も
家
庭
支
援
課
、
ネ
ウ
ボ
ラ
課
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
保
育
サ
ポ
ー
ト
課
お
よ
び
保
育
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
携
）
。

○
事
業
者
連
絡
会
、
エ
リ
ア
別
連
絡
会
へ
出
席
す
る
。

小
学
校
と
の
連
携

2歳
児
か
ら
3歳
児
へ

の
移
行
の
連
携

○
幼
保
小
連
絡
協
議
会
に
参
加
す
る
。
　
○
小
学
校
生
活
へ
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、
円
滑
な
接
続
を
図
る
。
　
○
保
育
所
児
童
保
育
要
録
を
作
成
・
送
付
し
、
小
学
校
と
円
滑
な
情
報
共
有
を
図
る
。

○
合
理
的
配
慮
が
必
要
な
児
童
に
つ
い
て
は
就
学
相
談
に
案
内
し
、
情
報
共
有
と
連
携
を
図
る
。
　
○
和
光
駅
前
保
育
園
・
小
規
模
保
育
事
業
所
を
卒
園
の
際
に
は
、
転
園
児
童
保
育
要
録
を
作
成
・
送
付
・
受
領
し
、
転
園
元
・
転
園
先
と
双
方
で
協
力
し
合
い
、
情
報
共
有
を
図
る
。

一
人
一
人
に

合
わ
せ
た
支
援

○
一
日
の
生
活
リ
ズ
ム
や
、
在
園
時
間
が
異
な
る
こ
ど
も
へ
の
配
慮
を
行
う
。
　
○
障
害
児
保
育
を
実
施
す
る
。
　
○
巡
回
相
談
事
業
や
保
育
所
等
訪
問
支
援
な
ど
を
活
用
し
、
適
切
な
支
援
方
法
を
学
ぶ
。
○
午
睡
に
つ
い
て
は
こ
ど
も
の
発
達
や
個
人
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
た
め
、
一
律
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

○
外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
家
庭
な
ど
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
場
合
、
個
別
の
支
援
を
行
う
。
　
○
一
人
一
人
の
発
達
状
況
に
合
わ
せ
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
適
切
な
支
援
を
実
施
す
る
。

・
愛
着
関
係
を
築
い
た
保
育
士
等
の
援
助
の

下
、
少
し
づ
つ
食
品
の
量
や
種
類
を
増
や
す
。

・五
感
が
刺
激
さ
れ
、
食
べ
物
へ
の
興
味
や
食

べ
る
意
欲
が
高
ま
っ
て
い
く
。

・家
庭
と
の
連
携
に
よ
り
、
空
腹
感
を
感
じ
る
リ

ズ
ム
が
整
い
、
食
事
が
お
い
し
く
楽
し
い
も
の
だ

と
感
じ
る
。

・
様
々
な
食
べ
物
に
興
味
を
持
ち
、
自
分
で
意

欲
的
に
食
べ
よ
う
と
す
る
。

・様
々
な
食
べ
物
に
興
味
を
持
ち
、
保
育
士
等

に
手
助
け
を
し
て
も
ら
い
な
が
ら
食
具
を
用
い

て
自
分
で
食
べ
よ
う
と
す
る
。

・栽
培
、
収
穫
、
調
理
を
通
し
て
自
分
た
ち
で

作
っ
た
も
の
を
お
い
し
く
食
べ
る
。

・
保
育
士
等
や
友
達
と
一
緒
に
食
べ
る
楽
し

さ
を
感
じ
る
。

・
給
食
や
お
や
つ
の
お
手
伝
い
を
通
し
て
食

べ
物
に
興
味
を
持
ち
、
食
材
や
調
理
し
て
く

れ
る
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
育
つ
。

・
保
育
士
等
や
友
達
と
食
事
を
す
る
中
で
、

食
事
の
マ
ナ
ー
に
気
づ
く
。

※
五
領
域
の
お
お
む
ね
6
歳
の
欄
に
記
載
さ
れ
た
数
字
は
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
』
の
１
０
の
項
目
と
関
連
し
て
い
ま
す
。

・食
べ
物
と
身
体
の
関
係
に
関
心
を
持
ち
、

食
の
大
切
さ
を
知
る
。

・食
事
の
マ
ナ
ー
が
身
に
つ
き
、
保
育
士
等

や
友
達
と
楽
し
く
食
事
す
る
。

・
自
分
の
身
体
に
必
要
な
食
品
の
働
き
を

知
り
、
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
に
興
味
を
持
ち
な

が
ら
食
事
を
と
る
。

・
食
べ
物
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
、
食
事

を
楽
し
む
。

食 を 営 む 力 の

基 礎 ・ 食 育

健
康
支
援

○
こ
ど
も
の
健
康
に
関
す
る
保
健
計
画
を
作
成
し
、
健
康
の
保
持
・
及
び
増
進
に
努
め
る
。
　
○
『
保
育
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
に
基
づ
い
た
環
境
設
定
及
び
衛
生
管
理
を
行
い
、
感
染
症
へ
の
罹
患
、
感
染
症
の
流
行
防
止
に
努
め
る
。
　
○
健
康
・
発
育
及
び
発
達
状
態
を
把
握
す
る
。

○
内
科
健
診
、
歯
科
検
診
を
実
施
す
る
。
　
○
心
身
状
態
や
家
庭
環
境
、
養
育
状
態
の
把
握
に
努
め
、
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
子
ど
も
家
庭
支
援
課
ま
た
は
保
育
セ
ン
タ
ー
に
報
告
・
相
談
を
す
る
。

○
各
種
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
『
保
育
所
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
を
全
職
員
が
理
解
す
る
。

衛
生
管
理

○
調
理
・
調
乳
に
係
る
全
職
員
の
検
便
検
査
を
実
施
す
る
。
　
○
施
設
内
外
の
設
備
、
用
具
等
の
清
掃
及
び
消
毒
に
よ
る
衛
生
管
理
に
努
め
る
。
　
○
『
和
光
市
保
育
施
設
　
給
食
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
を
参
考
に
、
H
A
C
C
P
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
を
行
う
。

安
全
管
理
・

災
害
へ
の
備
え

○
安
全
確
保
に
関
す
る
取
組
を
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
安
全
計
画
を
策
定
す
る
。
　
○
事
故
発
生
防
止
委
員
会
及
び
そ
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
　
○
事
故
発
生
防
止
や
事
故
発
生
時
の
対
応
の
た
め
、
『
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
事
故
防
止
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
を
参
照
す
る
。

○
事
故
や
怪
我
等
の
病
院
受
診
及
び
見
失
い
・
置
き
去
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
保
育
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
の
上
、
月
次
報
告
に
て
報
告
を
行
う
。
　
○
災
害
発
生
時
の
対
応
体
制
及
び
、
避
難
へ
の
備
え
を
明
記
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
。
な
お
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
際
に
は
『
和
光
市
防
災
ガ
イ
ド
＆
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
』
を
参
照
す
る
。

○
防
災
訓
練
（
引
き
渡
し
引
取
り
訓
練
、
園
外
避
難
所
へ
の
避
難
訓
練
）
を
実
施
す
る
。
　
○
毎
月
一
回
以
上
の
避
難
・
消
火
訓
練
、
そ
の
他
の
訓
練
（
防
犯
等
）
を
行
う
。

子
育
て
支
援
・

地
域
と
の
連
携

○
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
き
、
保
護
者
に
対
す
る
支
援
を
行
う
際
に
は
相
互
の
信
頼
関
係
を
基
本
と
し
て
、
保
護
者
の
自
己
決
定
を
尊
重
す
る
。
　
○
保
護
者
へ
の
支
援
と
し
て
保
育
参
加
事
業
を
実
施
す
る
。

○
地
域
の
保
護
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
保
育
施
設
見
学
の
受
け
入
れ
・
あ
そ
ぼ
う
会
（
対
象
：
保
育
施
設
）
を
実
施
す
る
。
　
　
○
実
習
生
の
受
け
入
れ
を
行
う
。

食 を 営 む 力 の

基 礎
食 育

・安
定
し
た
人
間
関
係
の
中
で
空
腹
感

が
満
た
さ
れ
る
心
地
よ
さ
を
感
じ
る
。

・空
腹
感
を
感
じ
る
生
活
リ
ズ
ム
を
作

る
。

・安
心
と
安
ら
ぎ
の
中
で
、
飲
ん
だ
り

食
べ
た
り
す
る
心
地
よ
さ
を
味
わ
う
。

















社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
保
育
専
門
員
会
資
料
よ
り

中
央
教
育
審
議
会
教
育
課
程
部
会
資
料
よ
り
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